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2１．はじめに

◼ 2026年度メインオークション（対象実需給年度：2030年度）に向け、本日は、「容量市場メイ
ンオークション募集要綱（対象実需給年度:2030年度）」と、「容量確保契約約款」の案について、
主なポイントと意見募集等のスケジュールに関する報告を行う。

5/29川原
年度・日付更新

69回の「2026年度追加オー
クションの募集要綱等の概要
およびスケジュールについて」資
料を参考に、リード文の文言を
シンプルに更新。

◼ 2026年度メインオークション（対象実需給年度：2030年度）に向けて、本検討会、および国の
審議会において検討が進められてきたところ。

◼ 本日は、検討内容をもとに作成した、「容量市場メインオークション募集要綱（対象実需給年
度:2030年度）」と「容量確保契約約款」の案について、主なポイントと意見募集等の実施について
報告を行う。



3（参考）容量市場に関連する文書類（1/2）

◼ 2026年度メインオークション（対象実需給年度：2030年度）に向け、「容量市場メインオークション募集要綱」

と「容量確保契約約款」の意見募集を実施する。

※1：初回策定や大きな変更時は意見募集を実施 ※2：対象実需給年度毎に公表 ※3：対象実需給年度に依らず共通

関連文書 概要 公表状況

容量市場
募集要綱
※1※2

容量市場
業務

マニュアル
※1※2

容量確保
契約書
※1※3

公表済

2024～28年度向け 公表済• メインオークションへ参加希望する電気供給事業者に対して求める条件や参加方法等を規定

• メインオークションおよび追加オークションにおける容量提供事業者に求められる要件、容量確保契
約金額その他の契約条件を規定

• 算定諸元（容量停止計画、発電計画・発電上限等）の登録・アセスメント結果の確認手続き等
について記載

• 余力活用契約・給電申合書等の締結、電源等情報の追加登録等について記載

• 電源等差替の手順、提出書類等について記載

• 電源等リストの登録・実効性テストの手順、提出書類等について記載

• 容量停止計画の提出・作業調整手順等について記載

• 参加登録申請の手順、提出書類等について記載
• メインオークションの応札情報の登録から、容量確保契約書の締結までについて記載

2024～28年度向け 公表済

• 追加オークションへ参加希望する電気供給事業者に対して求める条件や参加方法等を規定 2024～26年度向け 公表済

2023～24年度応札 公表済
• 長期脱炭素電源オークションへ参加希望する電気供給事業者に対して求める条件や参加方法等
を規定

公表済
• 長期脱炭素電源オークションにおける容量提供事業者に求められる要件、容量確保契約金額その
他の契約条件を規定

2024～28年度向け 公表済

• ペナルティ・容量確保契約金額、支払通知書・請求書の確認手続等について記載

• 容量拠出金（仮算定含む）、還元額、追加請求額の確認、支払手続き等について記載

2024～25年度向け 公表済

容量確保契約約款

実需給期間中 リクワイアメント対応
(安定電源)(変動電源(単独))

(変動電源(アグリ))
(発動指令電源)編

実需給前に実施すべき業務
（全般）編

電源等差替編

実効性テスト編

容量停止計画の調整業務編

参加登録・応札・容量確保
契約書契約締結編

容量市場メインオークション
募集要綱

容量市場追加オークション
募集要綱

長期脱炭素電源オークション
募集要綱

長期脱炭素電源オークション
容量確保契約約款

メ
イ
ン
オ
ー
ク
シ
ョ
ン

実需給期間中 ペナルティ・ 
容量確保契約金額対応編

容量拠出金対応編

2024～25年度向け
2026年度以降※3向け 公表済

2024～27年度向け 公表済

2024～27年度向け
2028年度以降※3向け 公表済

5/29川原
年度・日付更新

ボディ部のイメージは、71回の
追加オークション募集要綱等
に関する意見募集結果につい
て資料からコピペのうえ更新

69回の「2026年度追加オー
クションの募集要綱等の概要
およびスケジュールについて」資
料を参考に、リード文の文言を
シンプルに更新。

※1：初回策定や大きな変更時は意見募集を実施 ※2：対象実需給年度ごとに公表 ※3：対象実需給年度に依らず共通

関連文書 概要 公表状況

容量市場
募集要綱
※1※2

容量市場
業務

マニュアル
※1※2

容量確保
契約書
※1※3

公表済

2024～29年度向け 公表済• メインオークションへ参加希望する電気供給事業者に対して求める条件や参加方法等を規定

• メインオークションおよび追加オークションにおける容量提供事業者に求められる要件、容量確保契
約金額その他の契約条件を規定

• 算定諸元（容量停止計画、発電計画・発電上限等）の登録・アセスメント結果の確認手続き等
について記載

• 余力活用契約・給電申合書等の締結、電源等情報の追加登録等について記載

• 電源等差替の手順、提出書類等について記載

• 電源等リストの登録・実効性テストの手順、提出書類等について記載

• 容量停止計画の提出・作業調整手順等について記載

• 参加登録申請の手順、提出書類等について記載
• メインオークションの応札情報の登録から、容量確保契約書の締結までについて記載

2024～29年度向け 公表済

• 追加オークションへ参加希望する電気供給事業者に対して求める条件や参加方法等を規定 2024～27年度向け 公表済

2023～25年度応札 公表済
• 長期脱炭素電源オークションへ参加希望する電気供給事業者に対して求める条件や参加方法等
を規定

公表済
• 長期脱炭素電源オークションにおける容量提供事業者に求められる要件、容量確保契約金額そ
の他の契約条件を規定

2024～28年度向け 公表済

• ペナルティ・容量確保契約金額、支払通知書・請求書の確認手続等について記載

• 容量拠出金（仮算定含む）、還元額、追加請求額の確認、支払手続き等について記載

2024～26年度向け 公表済

容量確保契約約款

実需給期間中 リクワイアメント対応
(安定電源)(変動電源(単独))

(変動電源(アグリ))
(発動指令電源)編

実需給前に実施すべき業務
（全般）編

電源等差替編

実効性テスト編

容量停止計画の調整業務編

参加登録・応札・容量確保
契約書契約締結編

容量市場メインオークション
募集要綱

容量市場追加オークション
募集要綱

長期脱炭素電源オークション
募集要綱

長期脱炭素電源オークション
容量確保契約約款

メ
イ
ン
オ
ー
ク
シ
ョ
ン

実需給期間中 ペナルティ・ 
容量確保契約金額対応編

容量拠出金対応編

2024～25年度向け
2026年度以降※3向け 公表済

2024～28年度向け 公表済

2024～27年度向け
2028年度以降※3向け 公表済

◼ 今回は、2026年度メインオークション（対象実需給年度：2030年度）に向けて「容量市場メインオークション募

集要綱」と「容量確保契約約款」を意見募集の対象として予定している。

6/23川原
公文書の記載ルールに基づき
「毎」→「ごと」に更新



4（参考）容量市場に関連する文書類（2/2）

容量市場
業務マニュアル
※1※2

• 参加登録申請の手順、提出書類等について記載
• 追加オークションの応札情報の登録から、容量確保契約書の締結までについて記載

2024～26年度向け
公表済

容量市場
システム

マニュアル※3
• 容量市場システムのログイン方法や入力方法、画面等、操作方法等について記載 公表済

• 長期脱炭素電源オークションの参加登録や応札等について記載

• 長期脱炭素電源オークションのペナルティ・容量確保契約金額対応について記載

2023～24年度応札
公表済

公表済

参加登録・応札・
容量確保契約書の締結編

追
加
オ
ー
ク
シ
ョ
ン

長
期
脱
炭
素
電
源
オ
ー
ク
シ
ョ
ン

事業者情報・電源等情報登録
期待容量登録・応札・契約
電源等差替・実効性テスト

・容量停止計画・
アセスメント・ペナルティ・

容量確保契約金額・支払・請求 編

参加登録・応札・
容量確保契約書の締結編

※1：初回策定や大きな変更時は意見募集を実施 ※2：対象実需給年度毎に公表 ※3：対象実需給年度に依らず共通

関連文書 概要 公表状況

電源等差替・市場退出・契約の変更
・登録情報の変更業務編

• 長期脱炭素電源オークションの電源等差替・市場退出・契約の変更・登録情報の変更業務につい 
て記載

実需給期間前から発生する
リクワイアメント対応編

• 長期脱炭素電源オークションの実需給期間前から発生するリクワイアメント対応について記載
• （別冊）容量停止計画の調整業務では、容量停止計画の提出・作業調整手順等について記載

ペナルティ・
容量確保契約金額対応編

実需給期間中
リクワイアメント対応編

• 長期脱炭素電源オークションの実需給期間中のリクワイアメント対応について記載

容量拠出金対応編 • 長期脱炭素電源オークションの容量拠出金対応について記載

意見募集実施予定

5/29川原
年度・日付更新

ボディ部のイメージは、71回の
追加オークション募集要綱等
に関する意見募集結果につい
て資料からコピペのうえ更新v

容量市場
業務マニュアル
※1※2

• 参加登録申請の手順、提出書類等について記載
• 追加オークションの応札情報の登録から、容量確保契約書の締結までについて記載

2024～27年度向け
公表済

容量市場
システム

マニュアル※3
• 容量市場システムのログイン方法や入力方法、画面等、操作方法等について記載 公表済

• 長期脱炭素電源オークションの参加登録や応札等について記載

• 長期脱炭素電源オークションのペナルティ・容量確保契約金額対応について記載

2023～25年度応札
公表済

公表済

参加登録・応札・
容量確保契約書の締結編

追
加
オ
ー
ク
シ
ョ
ン

長
期
脱
炭
素
電
源
オ
ー
ク
シ
ョ
ン

事業者情報・電源等情報登録
期待容量登録・応札・契約
電源等差替・実効性テスト

・容量停止計画・
アセスメント・ペナルティ・

容量確保契約金額・支払・請求 編

参加登録・応札・
容量確保契約書の締結編

※1：初回策定や大きな変更時は意見募集を実施 ※2：対象実需給年度ごとに公表 ※3：対象実需給年度に依らず共通

関連文書 概要 公表状況

電源等差替・市場退出・契約の変更
・登録情報の変更業務編

• 長期脱炭素電源オークションの電源等差替・市場退出・契約の変更・登録情報の変更業務につい 
て記載

実需給期間前から発生する
リクワイアメント対応編

• 長期脱炭素電源オークションの実需給期間前から発生するリクワイアメント対応について記載
• （別冊）容量停止計画の調整業務では、容量停止計画の提出・作業調整手順等について記載

ペナルティ・
容量確保契約金額対応編

実需給期間中
リクワイアメント対応編

• 長期脱炭素電源オークションの実需給期間中のリクワイアメント対応について記載

容量拠出金対応編 • 長期脱炭素電源オークションの容量拠出金対応について記載

意見募集実施予定

6/23川原
公文書の記載ルールに基づき
「毎」→「ごと」に更新



5２．本オークション募集要綱案および約款案の主なポイント
主な反映事項（1/2）

② 指標価格の見直しに伴う容量拠出金負担の影響緩和措置
➢マルチプライス方式を適用する措置は解除し、シングルプライスにて約定処理を実
施する。ただし、落札電源のうち、応札価格が指標価格以下である電源等の約定
価格は指標価格を上限とする。

【募集要綱】
第5章 応札方法
第6章 落札電源及び約定価格の決定方法

 ２.約定価格の決定方法

① 年度途中に運転開始する電源のリクワイアメント等の扱い
➢年度途中に運転開始する電源の場合、計画停止のリクワイアメントにおける控除
日数と、1コマあたりのペナルティレート、実需給期間中の経済的ペナルティの月間
上限額を、運転開始後の期間に応じて設定することとする。容量確保契約金額の
支払開始は運転開始後とし、運転開始後の月数で除した金額を各月に支払うこ
ととする。また、運転開始時の書面提出を必須とすることとする。

➢運転開始が参加登録時の計画から遅延することが判明した場合、市場退出表明
期限である実需給前年度の12月末までであれば、月単位での部分退出を可能と
する。判明時期が市場退出表明期限後である等、退出手続きができなかった電
源は、今回新設する部分退出相当となるペナルティの対象とする。

【募集要綱】
第4章 参加登録 3.電源等情報の登録
第7章 契約条件 １.容量確保契約金額
第7章 契約条件 ４.リクワイアメント・アセスメント・ペナルティ

【約款（2030年度以降）】
第2章 容量確保契約金額 第7条 容量確保契約金額の算定
第2章 容量確保契約金額 第8条 各月の容量確保契約金額

の支払・請求
第3章 権利及び義務 第17条 実需給期間中のリクワイアメント
第3章 権利及び義務 第19条 実需給期間中の経済的ペナルティ

◼ 年度途中に運転開始する電源のリクワイアメント等の扱い（pXX参照）

年度途中に運転開始する電源の場合、計画停止のリクワイアメントにおける控除日数と、1コマあたりのペナルティ
レート、実需給期間中の経済的ペナルティの月間上限額を、運転開始後の期間に応じて設定することとなり、容量
確保契約金額は運転開始後の月数で除した額を各月に支払うこととなりました。

また、市場退出表明期限である実需給前年度の12月末までに運転開始が遅延し、対象実需給年度の4月以降
になることが判明した場合は月単位での部分退出、市場退出表明期限後に判明した場合は、部分退出相当とな
る運開遅延ペナルティを新たに設計することとなりました。

◼ 指標価格(Net CONE)および上限価格の見直しについて（pXX参照）
シングルプライス上限を超える応札価格の電源等に対しても２段階目のシングルプライス方式を適用し、 指標価格
と上限価格の間（2段階目シングルプライス領域）に位置する電源については、当該範囲内の最も高い電源の約
定額を当該範囲内の他の電源にも適用することとなりました。また、上記措置に伴い、市場競争が限定的なエリア
（隣接エリアのエリアプライスの 1.5 倍を超えたエリア）において、隣接エリアのエリアプライスの1.5倍 を超える場合
にマルチプライス方式を適用する措置は、解除することとなりました。

◼ 発動指令電源の応札上限容量の扱い（pXX参照）
追加オークションで調達を予定している供給力（H3需要の2％分）について、メインオークションで全量を調達する
こととし、発動指令電源の応札上限容量をH3需要の4%からH3需要の5%と見直すこととなりました。

◼ 経過措置について（pXX参照）
安定電源及び変動電源（単独）に対して行われていた、「1.電源等の経過年数に応じた控除」と「2.入札内容に
応じた控除」については廃止されました。

◼ 調整不調電源に適用する容量確保契約金額の減額の扱いについて（pXX参照）

調整不調電源となった電源と、調整不調でない電源において、その後に生じる経済的ペナルティの扱いが異なる仕
組みとなってたことから、両者について一定の平仄を合わせるために、調整不調電源に適用する容量確保契約金額
の減額の扱いについて整理を行いました。

6/4川原
主な繁栄事項を仮記載。
6/4版の制度説明会資料を
参照したが、30年度以降版
約款新設を追加している。

参考、説明会資料より→

6/19川原
反映箇所欄の記載は反映箇
所のみとした。
従来は、更新概要を記載して
いたが、対象箇所が多すぎて
書いていられないので。

主な反映事項 反映箇所

③ 追加オークションで調達を予定している供給力および発動指令電源
の応札上限容量の扱い

➢追加オークションで調達を予定している供給力（H3需要の2％分）について、メイ
ンオークションで全量を調達することとし、メインオークションにおける発動指令電源の
応札上限容量を、「H3需要の4％」から「H3需要の5％」に見直す。

【募集要綱】
第6章 落札電源及び約定価格の決定方法

 1.落札電源の決定方法

6/23木下
③について、「現行の」という表
現が紛らわしいので、削除しま
した。

6/26川原
③の記載を修正しました。

6/29川原
①の1ポツの記載を修正しまし
た。
することする→することとする



6２．本オークション募集要綱案および約款案の主なポイント
主な反映事項（2/2）

主な反映事項 反映箇所

④ 調整不調電源に適用する容量確保契約金額の減額の扱いの見直
し

➢調整不調電源に科される容量確保契約金額の減額について、経済的ペナルティ
に扱いを変更する。（調整不調電源となった電源と、調整不調でない電源におい
て、その後に生じる経済的ペナルティの扱いが異なる仕組みとなっていたことから、両
者について一定の平仄を合わせるため。）
※長期脱炭素電源オークションも同様に改定

【募集要綱】
第7章 契約条件 １.容量確保契約金額
第7章 契約条件 ４.リクワイアメント・アセスメント・ペナルティ
第7章 契約条件 ５.容量確保契約金額（各月）の

支払・請求について

【約款（2030年度以降）】
第2章 容量確保契約金額 第7条 容量確保契約金額の算定
第2章 容量確保契約金額 第8条 各月の容量確保契約金額の
支払・請求
第3章 権利及び義務 第16条 実需給期間前の経済的ペナルティ
第3章 権利及び義務 第20条 実需給期間中の

経済的ペナルティの上限
第4章 契約の変更等 第25条 契約の変更

【約款（2024-29年度）】
附則（2026年XX月XX日-2027）
附則（2026年XX月XX日-2028・2029）

【約款（2030年度以降）】
第1章 総則 第1条 適用

【約款（2024-29年度）】
第1章 総則 第1条 適用

⑤ 容量確保契約約款（実需給年度2030年度以降向け）の新設
➢上記①～④や経過措置の廃止など、実需給年度2030年度以降は多くの反映
事項が存在し、従来どおりの更新を実施すると附則が大量となり可読性が著しく低
減する。これを避けるため、容量確保契約約款を、実需給年度2030年度以降
向けと実需給年度2024～2029年度の、2文書に分けて管理することとする。

◼ 年度途中に運転開始する電源のリクワイアメント等の扱い（pXX参照）

年度途中に運転開始する電源の場合、計画停止のリクワイアメントにおける控除日数と、1コマあたりのペナルティ
レート、実需給期間中の経済的ペナルティの月間上限額を、運転開始後の期間に応じて設定することとなり、容量
確保契約金額は運転開始後の月数で除した額を各月に支払うこととなりました。

また、市場退出表明期限である実需給前年度の12月末までに運転開始が遅延し、対象実需給年度の4月以降
になることが判明した場合は月単位での部分退出、市場退出表明期限後に判明した場合は、部分退出相当とな
る運開遅延ペナルティを新たに設計することとなりました。

◼ 指標価格(Net CONE)および上限価格の見直しについて（pXX参照）
シングルプライス上限を超える応札価格の電源等に対しても２段階目のシングルプライス方式を適用し、 指標価格
と上限価格の間（2段階目シングルプライス領域）に位置する電源については、当該範囲内の最も高い電源の約
定額を当該範囲内の他の電源にも適用することとなりました。また、上記措置に伴い、市場競争が限定的なエリア
（隣接エリアのエリアプライスの 1.5 倍を超えたエリア）において、隣接エリアのエリアプライスの1.5倍 を超える場合
にマルチプライス方式を適用する措置は、解除することとなりました。

◼ 発動指令電源の応札上限容量の扱い（pXX参照）
追加オークションで調達を予定している供給力（H3需要の2％分）について、メインオークションで全量を調達する
こととし、発動指令電源の応札上限容量をH3需要の4%からH3需要の5%と見直すこととなりました。

◼ 経過措置について（pXX参照）
安定電源及び変動電源（単独）に対して行われていた、「1.電源等の経過年数に応じた控除」と「2.入札内容に
応じた控除」については廃止されました。

◼ 調整不調電源に適用する容量確保契約金額の減額の扱いについて（pXX参照）

調整不調電源となった電源と、調整不調でない電源において、その後に生じる経済的ペナルティの扱いが異なる仕
組みとなってたことから、両者について一定の平仄を合わせるために、調整不調電源に適用する容量確保契約金額
の減額の扱いについて整理を行いました。

6/4川原
主な繁栄事項を仮記載。
6/4版の制度説明会資料を
参照したが、30年度以降版
約款新設を追加している。

↓参考、説明会資料より

6/17川原
⑤の説明文を長期の文章とあ
わせた、最終確認が必要。

6/19川原
④を削除して、数字を詰めた。

6/30川原
山次さんの指摘をうけ、④の記
載を修正。

④ 調整不調電源に適用する容量確保契約金額の減額の扱いの見直
し

➢調整不調電源に科される容量確保契約金額の減額について、経済的ペナルティ
に扱いを変更する。（調整不調電源となった電源と、調整不調でない電源におい
て、その後に生じる経済的ペナルティの扱いが異なる仕組みとなっていたことから、両
者について一定の平仄を合わせるため。）

➢長期脱炭素電源オークションの落札電源に対しても同じ取り扱いとする。



7

＜変更前＞ ＜変更後＞

【募集要綱】 第4章 参加登録 3.電源等情報の登録

２．本オークション募集要綱案および約款案の主なポイント
①年度途中に運転開始する電源のリクワイアメント等の扱い（1/19）

6/16川原
更新
削除部分は経過措置に関す
るもの

（５）安定電源の登録項目及び提出書類は以下のとおりです。
※提出書類は、原則として電源等情報の登録時に提出してください。ただし、
電源等情報の登録時点で運転開始していない電源（以下「新設電源」とい
う。）については、登録時に書類が存在しない等の合理的な理由により既設
電源に求める書類が提出できない場合は、当該書類が準備できるまで提出期
限を延長する場合があります。
なお、その場合においても書類の提出及び追加登録の期限（2029年1月末予
定）までに電源等情報の追加登録が行われない場合、市場退出（全量退出）
となる場合がありますので留意してください（詳細については、「容量市場
業務マニュアル 実需給前に実施すべき業務（全般）編」をご参照くださ
い。）。

情報 登録項目 提出書類
（全て写しで可）

電源等情報
（詳細情報）

運開年月 2011年4月以降に運転開始した電源については、運
転開始年月を確認できる書類を提出してください。
・使用前検査合格証
・使用前安全管理審査申請書
・工事計画（変更）届出書及び別添の工事工程表
・自家用電気工作物使用開始届出書
のいずれか１点

（５）安定電源の登録項目及び提出書類は以下のとおりです。
※提出書類は、原則として電源等情報の登録時に提出してください。ただし、
電源等情報の登録時点で運転開始していない電源（以下「新設電源」とい
う。）については、登録時に書類が存在しない等の合理的な理由により既設
電源に求める書類が提出できない場合は、当該書類が準備できるまで提出期
限を延長する場合があります。
なお、その場合においても書類の提出及び追加登録の期限（2030年1月末予
定）までに電源等情報の追加登録が行われない場合、市場退出（全量退出）
となる場合がありますので留意してください（詳細については、「容量市場
業務マニュアル 実需給前に実施すべき業務（全般）編」をご参照くださ
い。）。

情報 登録項目 提出書類
（全て写しで可）

電源等情報
（詳細情報）

運開年月 2011年4月以降に運転開始した電源については、運
転開始年月を確認できる書類を提出してください。
・使用前検査合格証
・使用前安全管理審査申請書
・工事計画（変更）届出書及び別添の工事工程表
・自家用電気工作物使用開始届出書
のいずれか１点
（既設電源の場合）
提出書類なし
（新設電源の場合）
供給力提供開始した翌月末までに、以下の書類を
提出
※供給力提供開始の定義は容量確保契約約款参照
・供給力提供開始の証明

※変更後欄の青文字は主な反映事項以外を起因とした更新です。



8

＜変更前＞ ＜変更後＞

【募集要綱】 第4章 参加登録 3.電源等情報の登録

２．本オークション募集要綱案および約款案の主なポイント
①年度途中に運転開始する電源のリクワイアメント等の扱い（2/19）

6/16川原
更新
削除部分は経過措置に関す
るもの

（６）変動電源（単独）の登録項目及び提出書類は以下のとおりです。
※提出書類は原則として電源等情報の登録時に提出してください。ただし、
新設電源において、登録時に書類が存在しない等の合理的な理由により既設
電源に求める書類が提出できない場合は、当該書類が準備できるまで提出期
限を延長する場合があります。
なお、その場合においても書類の提出及び追加登録の期限（2029年1月末予
定）までに電源等情報の追加登録が行われない場合、市場退出（全量退出）
となる場合がありますので留意してください（詳細については、「容量市場
業務マニュアル 実需給前に実施すべき業務（全般）編」をご参照ください）。

情報 登録項目 提出書類
（全て写しで可）

電源等情報
（詳細情報）

運開年月 2011年4月以降に運転開始した電源について
は、運転開始年月を確認できる書類を提出して
ください。
・使用前検査合格証
・使用前安全管理審査申請書
・工事計画（変更）届出書
・自家用電気工作物使用開始届出書
のいずれか１点

（６）変動電源（単独）の登録項目及び提出書類は以下のとおりです。
※提出書類は原則として電源等情報の登録時に提出してください。ただし、
新設電源において、登録時に書類が存在しない等の合理的な理由により既設
電源に求める書類が提出できない場合は、当該書類が準備できるまで提出期
限を延長する場合があります。
なお、その場合においても書類の提出及び追加登録の期限（2030年1月末予
定）までに電源等情報の追加登録が行われない場合、市場退出（全量退出）
となる場合がありますので留意してください（詳細については、「容量市場
業務マニュアル 実需給前に実施すべき業務（全般）編」をご参照ください）。

情報 登録項目 提出書類
（全て写しで可）

電源等情報
（詳細情報）

運開年月 2011年4月以降に運転開始した電源について
は、運転開始年月を確認できる書類を提出して
ください。
・使用前検査合格証
・使用前安全管理審査申請書
・工事計画（変更）届出書
・自家用電気工作物使用開始届出書
のいずれか１点
（既設電源の場合）
提出書類なし
（新設電源の場合）
供給力提供開始した翌月末までに、以下の書類を
提出
※供給力提供開始の定義は容量確保契約約款参照
・供給力提供開始の証明

※変更後欄の青文字は主な反映事項以外を起因とした更新です。



9２．本オークション募集要綱案および約款案の主なポイント
①年度途中に運転開始する電源のリクワイアメント等の扱い（3/19）

6/17川原
更新

＜変更前＞ ＜変更後＞

【募集要綱】 第7章 契約条件 １.容量確保契約金額

（略）
なお、容量確保契約金額を12で除して円未満の端数は切り捨てた金額を容量
確保契約金額（各月）とします。ただし、最終月（3月分）の容量確保契約金
額（各月）は容量確保契約金額から最終月（3月分）以外の容量確保契約金額
（各月）の合計を差し引いたものとします。

また、電源等の区分が安定電源で、かつ主燃料が石炭の電源のうち、建設時
又は設備改造時の設計効率が高位発熱量（HHV：Higher Heating Value）・発
電端において42％以上であることを確認できない電源（以下「非効率石炭火
力電源」という。）の場合、容量確保契約金額に非効率石炭火力電源の減額
率20％※を乗じた金額を容量確保契約金額から控除し、12で除して、円未満
の端数は切り捨てた金額を容量確保契約金額（各月）とします。ただし、最
終月（3月分）の容量確保契約金額（各月）は容量確保契約金額から最終月
（3月分）以外の容量確保契約金額（各月）の合計を差し引いたものとします。

※１計量単位内に、非効率石炭火力電源のユニットと非効率石炭火力電源以
外のユニットが混在する場合、非効率石炭火力電源以外の減額率を0％として
1計量単位内のユニットの設備容量に応じた加重平均により算定します。また、
発電設備容量に対して契約容量が異なる場合、送電端の計量値は、発電設備
容量に対する契約容量の比率で補正いたします。

（略）
なお、容量確保契約金額を12で除して円未満の端数は切り捨てた金額を容量
確保契約金額（各月）とします。ただし、最終月（3月分）の容量確保契約金
額（各月）は容量確保契約金額から最終月（3月分）以外の容量確保契約金額
（各月）の合計を差し引いたものとします。

上記にかかわらず、契約電源の電源等の区分が安定電源若しくは変動電源
（単独）で、かつ供給力提供開始予定が対象実需給年度の4月以降となる場合、
容量確保契約金額を供給力提供開始予定以降の月数で除して、円未満の端数
は切り捨てた金額を容量確保契約金額（各月）とします。ただし、最終月（3
月分）の容量確保契約金額（各月）は容量確保契約金額から最終月（3月分）
以外の容量確保契約金額（各月）の合計を差し引いたものとします。

また、電源等の区分が安定電源で、かつ主燃料が石炭の電源のうち、建設時
又は設備改造時の設計効率が高位発熱量（HHV：Higher Heating Value）・発
電端において42％以上であることを確認できない電源（以下「非効率石炭火
力電源」という。）の場合、容量確保契約金額に非効率石炭火力電源の減額
率20％※を乗じた金額を容量確保契約金額から控除し、12で除して、円未満
の端数は切り捨てた金額を容量確保契約金額（各月）とします。ただし、最
終月（3月分）の容量確保契約金額（各月）は容量確保契約金額から最終月
（3月分）以外の容量確保契約金額（各月）の合計を差し引いたものとします。

※１計量単位内に、非効率石炭火力電源のユニットと非効率石炭火力電源以
外のユニットが混在する場合、非効率石炭火力電源以外の減額率を0％として
1計量単位内のユニットの設備容量に応じた加重平均により算定します。また、
発電設備容量に対して契約容量が異なる場合、送電端の計量値は、発電設備
容量に対する契約容量の比率で補正いたします。

※変更後欄の青文字は主な反映事項以外を起因とした更新です。



10２．本オークション募集要綱案および約款案の主なポイント
①年度途中に運転開始する電源のリクワイアメント等の扱い（4/19）

＜変更前＞ ＜変更後＞

【募集要綱】 第7章 契約条件 ４.リクワイアメント・アセスメント・ペナルティ

４－２ 実需給期間中
（１）リクワイアメント
容量提供事業者は、契約電源について、以下の各号に定める実需給期間中のリクワイ
アメントを達成しなければならないものとします。
ア 電源等の区分が安定電源の場合
(ア)供給力の維持

実需給年度において、契約電源をアセスメント対象容量以上の供給力を提供
できる状態を維持すること
ただし、容量停止計画を提出する場合は、8,640コマ（180日相当）を上限に、
契約電源の停止又はアセスメント対象容量以下の出力を認めるものとします。
対象となる容量停止計画は、電源等の維持・運営に必要な作業に伴い出力停
止等する場合、及び、流通設備作業等に伴い出力停止等する場合（高圧及び
低圧等の流通設備作業は除く）、並びに、地元自治体との協定の履行に伴い
出力停止等する場合です。

４－２ 実需給期間中
（１）リクワイアメント
容量提供事業者は、契約電源について、以下の各号に定める実需給期間中のリクワイ
アメントを達成しなければならないものとします。
ア 電源等の区分が安定電源の場合
(ア)供給力の維持

実需給年度において、契約電源をアセスメント対象容量以上の供給力を提供
できる状態を維持すること
ただし、容量停止計画を提出する場合は、以下の控除コマ数8,640コマ（180
日相当）を上限に、契約電源の停止又はアセスメント対象容量以下の出力を
認めるものとします。
契約電源の供給力提供開始実績※が対象実需給年度の4月以前

・・・ 8,640コマ
契約電源の供給力提供開始実績が対象実需給年度の5月 ・・・ 7,929コマ
契約電源の供給力提供開始実績が対象実需給年度の6月 ・・・ 7,196コマ
契約電源の供給力提供開始実績が対象実需給年度の7月 ・・・ 6,485コマ
契約電源の供給力提供開始実績が対象実需給年度の8月 ・・・ 5,752コマ
契約電源の供給力提供開始実績が対象実需給年度の9月 ・・・ 5,018コマ
契約電源の供給力提供開始実績が対象実需給年度の10月 ・・・ 4,308コマ
契約電源の供給力提供開始実績が対象実需給年度の11月 ・・・ 3,574コマ
契約電源の供給力提供開始実績が対象実需給年度の12月 ・・・ 2,864コマ
契約電源の供給力提供開始実績が対象実需給年度の1月 ・・・ 2,130コマ
契約電源の供給力提供開始実績が対象実需給年度の2月 ・・・ 1,396コマ
契約電源の供給力提供開始実績が対象実需給年度の3月 ・・・ 733コマ
※容量確保契約約款別添参照
対象となる容量停止計画は、電源等の維持・運営に必要な作業に伴い出力停
止等する場合、及び、流通設備作業等に伴い出力停止等する場合（高圧及び
低圧等の流通設備作業は除く。）、並びに、地元自治体との協定の履行に伴
い出力停止等する場合です。

6/17川原
更新

※変更後欄の青文字は主な反映事項以外を起因とした更新です。



11２．本オークション募集要綱案および約款案の主なポイント
①年度途中に運転開始する電源のリクワイアメント等の扱い（5/19）

＜変更前＞ ＜変更後＞

【募集要綱】 第7章 契約条件 ４.リクワイアメント・アセスメント・ペナルティ

４－２ 実需給期間中
（１）リクワイアメント
容量提供事業者は、契約電源について、以下の各号に定める実需給期間中のリクワイ
アメントを達成しなければならないものとします。
（略）
イ 電源等の区分が変動電源の場合
(ア)供給力の維持

実需給年度において、契約電源をアセスメント対象容量以上の供給力を提供
できる状態を維持すること
ただし、容量停止計画を提出する場合は、8,640コマ（180日相当）を上限に、
契約電源の停止又はアセスメント対象容量以下の出力を認めるものとします。
対象となる容量停止計画は、電源等の維持・運営に必要な作業に伴い出力停
止等する場合、及び、流通設備作業等に伴い出力停止等する場合（高圧及び
低圧等の流通設備作業は除く。）、並びに、地元自治体との協定の履行に伴
い出力停止等する場合です。
自然影響（日没、無風、渇水等）により、契約電源の出力が低下又は停止す
る場合については、容量停止計画の提出は不要です。
変動電源（アグリゲート）の場合は、日単位の発電実績（48コマ）の最大値
が、アセスメント対象容量以上となっていることを確認します。

４－２ 実需給期間中
（１）リクワイアメント
容量提供事業者は、契約電源について、以下の各号に定める実需給期間中のリクワイ
アメントを達成しなければならないものとします。
（略）
イ 電源等の区分が変動電源の場合
(ア)供給力の維持

実需給年度において、契約電源をアセスメント対象容量以上の供給力を提供
できる状態を維持すること
ただし、容量停止計画を提出する場合は、以下の控除コマ数8,640コマ（180
日相当）を上限に、契約電源の停止又はアセスメント対象容量以下の出力を
認めるものとします。
契約電源の供給力提供開始実績が対象実需給年度の4月以前・・・ 8,640コマ
契約電源の供給力提供開始実績が対象実需給年度の5月 ・・・ 7,929コマ
契約電源の供給力提供開始実績が対象実需給年度の6月 ・・・ 7,196コマ
契約電源の供給力提供開始実績が対象実需給年度の7月 ・・・ 6,485コマ
契約電源の供給力提供開始実績が対象実需給年度の8月 ・・・ 5,752コマ
契約電源の供給力提供開始実績が対象実需給年度の9月 ・・・ 5,018コマ
契約電源の供給力提供開始実績が対象実需給年度の10月 ・・・ 4,308コマ
契約電源の供給力提供開始実績が対象実需給年度の11月 ・・・ 3,574コマ
契約電源の供給力提供開始実績が対象実需給年度の12月 ・・・ 2,864コマ
契約電源の供給力提供開始実績が対象実需給年度の1月 ・・・ 2,130コマ
契約電源の供給力提供開始実績が対象実需給年度の2月 ・・・ 1,396コマ
契約電源の供給力提供開始実績が対象実需給年度の3月 ・・・ 733コマ
対象となる容量停止計画は、電源等の維持・運営に必要な作業に伴い出力停
止等する場合、及び、流通設備作業等に伴い出力停止等する場合（高圧及び
低圧等の流通設備作業は除く。）、並びに、地元自治体との協定の履行に伴
い出力停止等する場合です。
自然影響（日没、無風、渇水等）により、契約電源の出力が低下又は停止す
る場合については、容量停止計画の提出は不要です。
変動電源（アグリゲート）の場合は、日単位の発電実績（48コマ）の最大値
が、アセスメント対象容量以上となっていることを確認します。

6/17川原
更新

※変更後欄の青文字は主な反映事項以外を起因とした更新です。



12２．本オークション募集要綱案および約款案の主なポイント
①年度途中に運転開始する電源のリクワイアメント等の扱い（6/19）

＜変更前＞ ＜変更後＞

【募集要綱】 第7章 契約条件 ４.リクワイアメント・アセスメント・ペナルティ

４－２ 実需給期間中
（略）
（３）ペナルティ
本機関は、前項の実需給期間中のアセスメントの結果に基づき、以下の各号に掲げる
とおり、経済的ペナルティを科します。
ア 電源等の区分が安定電源の場合
(ア)供給力の維持
年間停止コマ相当数に応じて、経済的ペナルティを科します。
経済的ペナルティ※1 ＝

容量確保契約金額 ×（年間停止コマ相当数※2 － 8,640）× 0.0125％
※1：負値となる場合は零とします。
※2：実需給年度内での累計

6/17川原
更新

※変更後欄の青文字は主な反映事項以外を起因とした更新です。 6/29川原
更新

４－２ 実需給期間中
（略）
（３）ペナルティ
本機関は、前項の実需給期間中のアセスメントの結果に基づき、以下の各号に掲げる
とおり、経済的ペナルティを科します。
ア 電源等の区分が安定電源の場合
(ア)供給力の維持
年間停止コマ相当数に応じて、経済的ペナルティを科します。
経済的ペナルティ※1 ＝

容量確保契約金額 ×（年間停止コマ相当数※2 － 控除コマ数※3）
 × ペナルティレート8,640）× 0.0125％
※1：負値となる場合は零とします。
※2：実需給年度内での累計
※3：容量確保契約約款第17条に定める

ペナルティレートは以下の通りとします。
契約電源の供給力提供開始実績が対象実需給年度の4月以前・・・ 0.0125%
契約電源の供給力提供開始実績が対象実需給年度の5月 ・・・ 0.0134%
契約電源の供給力提供開始実績が対象実需給年度の6月 ・・・ 0.0148%
契約電源の供給力提供開始実績が対象実需給年度の7月 ・・・ 0.0165%
契約電源の供給力提供開始実績が対象実需給年度の8月 ・・・ 0.0186%
契約電源の供給力提供開始実績が対象実需給年度の9月 ・・・ 0.0213%
契約電源の供給力提供開始実績が対象実需給年度の10月 ・・・ 0.0248%
契約電源の供給力提供開始実績が対象実需給年度の11月 ・・・ 0.0299%
契約電源の供給力提供開始実績が対象実需給年度の12月 ・・・ 0.0373%
契約電源の供給力提供開始実績が対象実需給年度の1月 ・・・ 0.0502%
契約電源の供給力提供開始実績が対象実需給年度の2月 ・・・ 0.0766%
契約電源の供給力提供開始実績が対象実需給年度の3月 ・・・ 0.1458%



13２．本オークション募集要綱案および約款案の主なポイント
①年度途中に運転開始する電源のリクワイアメント等の扱い（7/19）

＜変更前＞ ＜変更後＞

【募集要綱】 第7章 契約条件 ４.リクワイアメント・アセスメント・ペナルティ

４－２ 実需給期間中
（略）
（３）ペナルティ
（略）
イ 電源等の区分が変動電源の場合
(ア)供給力の維持
1)変動電源（単独）
年間停止コマ相当数に応じて、経済的ペナルティを科します。
経済的ペナルティ※1 ＝
容量確保契約金額 ×（年間停止コマ相当数※2 － 8,640）× 0.0125％
※1：負値となる場合は零とします。
※2：実需給年度内での累計

2)変動電源（アグリゲート） 
リクワイアメント未達成コマ相当数に対して、経済的ペナルティを科します。
経済的ペナルティ※1 ＝
容量確保契約金額 ×（リクワイアメント未達成コマ相当数※2 － 8,640）×
0.0125％
※1：負値となる場合は零とします。
※2：実需給年度内での累計とします。

6/17川原
更新

※変更後欄の青文字は主な反映事項以外を起因とした更新です。

４－２ 実需給期間中
（略）
（３）ペナルティ
（略）
イ 電源等の区分が変動電源の場合
(ア)供給力の維持
1)変動電源（単独）
年間停止コマ相当数に応じて、経済的ペナルティを科します。
経済的ペナルティ※1 ＝

容量確保契約金額 ×（年間停止コマ相当数※2 － 控除コマ数※3 ）
  × ペナルティレート8,640）× 0.0125％
※1：負値となる場合は零とします。
※2：実需給年度内での累計
※3：容量確保契約約款第17条に定める

ペナルティレートは以下の通りとします。
契約電源の供給力提供開始実績が対象実需給年度の4月以前・・・ 0.0125%
契約電源の供給力提供開始実績が対象実需給年度の5月 ・・・ 0.0134%
契約電源の供給力提供開始実績が対象実需給年度の6月 ・・・ 0.0148%
契約電源の供給力提供開始実績が対象実需給年度の7月 ・・・ 0.0165%
契約電源の供給力提供開始実績が対象実需給年度の8月 ・・・ 0.0186%
契約電源の供給力提供開始実績が対象実需給年度の9月 ・・・ 0.0213%
契約電源の供給力提供開始実績が対象実需給年度の10月 ・・・ 0.0248%
契約電源の供給力提供開始実績が対象実需給年度の11月 ・・・ 0.0299%
契約電源の供給力提供開始実績が対象実需給年度の12月 ・・・ 0.0373%
契約電源の供給力提供開始実績が対象実需給年度の1月 ・・・ 0.0502%
契約電源の供給力提供開始実績が対象実需給年度の2月 ・・・ 0.0766%
契約電源の供給力提供開始実績が対象実需給年度の3月 ・・・ 0.1458%

2)変動電源（アグリゲート） 
リクワイアメント未達成コマ相当数に対して、経済的ペナルティを科します。
経済的ペナルティ※1 ＝
容量確保契約金額 ×（リクワイアメント未達成コマ相当数※2 － 8,640）×
0.0125％
※1：負値となる場合は零とします。
※2：実需給年度内での累計とします。

6/29川原
更新



14２．本オークション募集要綱案および約款案の主なポイント
①年度途中に運転開始する電源のリクワイアメント等の扱い（8/19）

＜変更前＞ ＜変更後＞

【募集要綱】 第7章 契約条件 ４.リクワイアメント・アセスメント・ペナルティ

（新設） ４－２ 実需給期間中
（略）
（４）契約電源の電源等の区分が安定電源若しくは変動電源（単独）で、か
つ電源等情報の登録時点で供給力提供開始していない電源であり、容量提供
事業者にて設定した供給力提供開始予定から供給力提供開始が遅延し、対象
実需給年度の4月以降となった場合、以下の経済的ペナルティを科します。
経済的ペナルティ

＝ 供給力提供開始実績が供給力提供開始予定から遅延した月数
   × 容量確保契約金額（各月）× 110％

6/17川原
更新

※変更後欄の青文字は主な反映事項以外を起因とした更新です。



15２．本オークション募集要綱案および約款案の主なポイント
①年度途中に運転開始する電源のリクワイアメント等の扱い（9/19）

＜変更前＞ ＜変更後＞

【募集要綱】 第7章 契約条件 ４.リクワイアメント・アセスメント・ペナルティ

４－２ 実需給期間中
（略）
（４）ペナルティの扱いについて
ア 経済的ペナルティの年間上限額及び月間上限額は、以下の計算式で算定

される金額とします。ただし、発動指令電源及び非効率石炭火力電源の
稼働抑制の未達成に対する経済的ペナルティについては、月間上限額の
対象外とします。
年間上限額（円） ＝ 容量確保契約金額（円）× 110％
月間上限額（円） ＝ 容量確保契約金額（円）× 18.3％

6/29川原
更新

※変更後欄の青文字は主な反映事項以外を起因とした更新です。

４－２ 実需給期間中
（略）
（５４）ペナルティの扱いについて
ア 経済的ペナルティの年間上限額及び月間上限額は、以下の計算式で算定

される金額とします。ただし、発動指令電源及び非効率石炭火力電源の
稼働抑制の未達成に対する経済的ペナルティについては、月間上限額の
対象外とします。
年間上限額※ （円） ＝ 容量確保契約金額（円）× 110％
月間上限額（円） ＝ 容量確保契約金額（円）×月間上限額レート

18.3％
※容量確保契約約款第16条に定める調整不調電源に科される経済的ペナ
ルティが科される場合は差し引いた金額とします。

月間上限額レートは以下の通りとします。供給力提供開始実績が対象実
需給年度の3月の場合は、月間上限額は適用されません。また、電源等の
区分が変動電源（アグリゲート）の場合においては、月間上限額レート
は18.3％とします。
契約電源の供給力提供開始実績が対象実需給年度の4月以前・・・ 18.3%
契約電源の供給力提供開始実績が対象実需給年度の5月 ・・・ 20.0%
契約電源の供給力提供開始実績が対象実需給年度の6月 ・・・ 22.0%
契約電源の供給力提供開始実績が対象実需給年度の7月 ・・・ 24.4%
契約電源の供給力提供開始実績が対象実需給年度の8月 ・・・ 27.5%
契約電源の供給力提供開始実績が対象実需給年度の9月 ・・・ 31.4%
契約電源の供給力提供開始実績が対象実需給年度の10月 ・・・ 36.7%
契約電源の供給力提供開始実績が対象実需給年度の11月 ・・・ 44.0%
契約電源の供給力提供開始実績が対象実需給年度の12月 ・・・ 55.0%
契約電源の供給力提供開始実績が対象実需給年度の1月 ・・・ 73.3%
契約電源の供給力提供開始実績が対象実需給年度の2月 ・・・ 110.0%



16２．本オークション募集要綱案および約款案の主なポイント
①年度途中に運転開始する電源のリクワイアメント等の扱い（10/19）

6/17川原
更新
青文字部分は経過措置に関
する部分

（略）
4.前項にかかわらず、対象実需給年度が2025年度以降において電源等の区分
が安定電源で、かつ主燃料が石炭の電源のうち、建設時又は設備改造時の設
計効率が高位発熱量（HHV：Higher Heating Value）・発電端において42％以
上であることを確認できない電源（以下「非効率石炭火力電源」という）の
場合、第1項に基づき算定された容量確保契約金額に非効率石炭火力電源の減
額率20％※を乗じた金額を容量確保契約金額から控除し、12で除して、円未
満の端数は切り捨てた金額を容量確保契約金額（各月）とします。ただし、
最終月（3月分）の容量確保契約金額（各月）は容量確保契約金額から最終月
（3月分）以外の容量確保契約金額（各月）の合計を差し引いたものとします。

※ 1計量単位内に、非効率石炭火力電源のユニットと非効率石炭火力電源以
外のユニットが混在する場合、非効率石炭火力電源以外の減額率を0％と
して1計量単位内のユニットの設備容量に応じた加重平均により算定しま
す。また、発電設備容量に対して契約容量が異なる場合、送電端の計量
値は、発電設備容量に対する契約容量の比率で補正する。

＜変更前＞ ＜変更後＞

【約款（2030年度以降）】 第2章 容量確保契約金額 第7条 容量確保契約金額の算定

（略）
4.前項にかかわらず、契約電源の電源等の区分が安定電源若しくは変動電源
（単独）で、かつ供給力提供開始予定が対象実需給年度の4月以降となる場合、
第1項に基づき算定された容量確保契約金額を供給力提供開始予定以降の月数
で除して、円未満の端数は切り捨てた金額を容量確保契約金額（各月）とし
ます。ただし、最終月（3月分）の容量確保契約金額（各月）は容量確保契約
金額から最終月（3月分）以外の容量確保契約金額（各月）の合計を差し引い
たものとします。

54.前2項にかかわらず、対象実需給年度が2025年度以降において電源等の区
分が安定電源で、かつ主燃料が石炭の電源のうち、建設時又は設備改造時の
設計効率が高位発熱量（HHV：Higher Heating Value）・発電端において42％
以上であることを確認できない電源（以下「非効率石炭火力電源」とい
う。）の場合、第1項に基づき算定された容量確保契約金額に非効率石炭火力
電源の減額率20％※を乗じた金額を容量確保契約金額から控除し、12で除し
て、円未満の端数は切り捨てた金額を容量確保契約金額（各月）とします。
ただし、最終月（3月分）の容量確保契約金額（各月）は容量確保契約金額か
ら最終月（3月分）以外の容量確保契約金額（各月）の合計を差し引いたもの
とします。

※ 1計量単位内に、非効率石炭火力電源のユニットと非効率石炭火力電源以
外のユニットが混在する場合、非効率石炭火力電源以外の減額率を0％と
して1計量単位内のユニットの設備容量に応じた加重平均により算定しま
す。また、発電設備容量に対して契約容量が異なる場合、送電端の計量
値は、発電設備容量に対する契約容量の比率で補正する。

※変更後欄の青文字は主な反映事項以外を起因とした更新です。



17２．本オークション募集要綱案および約款案の主なポイント
①年度途中に運転開始する電源のリクワイアメント等の扱い（11/19）

6/19川原
更新
青文字部分は調整不調電源
に関する部分

1.本機関は、実需給年度の9月から翌年8月までの間、各月の末日（当該日が
金融機関休業日に該当する場合は、その前営業日）までに、前条に基づき算
出された容量確保契約金額（各月）から第19条に基づき算定される実需給期
間中の経済的ペナルティ及び第27条3項に基づき算定される契約解除の経済的
ペナルティを減じた金額が正値となる場合、算定された金額（以下「支払金
額」という）を支払うものとします。

2.前項に基づき算定された金額が負値となる場合、本機関は容量提供事業者
に対して、当該金額（以下「請求金額」という）を請求します。

3.請求に対する入金期限日は実需給年度の9月から翌年8月までの間、各月の
末日（当該日が金融機関休業日に該当する場合はその前営業日）とします。

＜変更前＞ ＜変更後＞

【約款（2030年度以降）】 第2章 容量確保契約金額 第8条 各月の容量確保契約金額の支払・請求

※変更後欄の青文字は主な反映事項以外を起因とした更新です。

1.本機関は、実需給年度の9月から翌年8月までの間、各月の末日（当該日が
金融機関休業日に該当する場合は、その前営業日）までに、前条に基づき算
出された容量確保契約金額（各月）から第19条に基づき算定される実需給期
間中の経済的ペナルティ及び第27条3項に基づき算定される契約解除の経済的
ペナルティを減じたることにより算定する。ただし、実需給年度の初月にお
いては第16条に基づき算定される調整不調電源に科される経済的ペナルティ
も控除対象とし算定する。算定した金額が正値となる場合、算定された金額
（以下「支払金額」という。）を支払うものとします。

2.前項にかかわらず、契約電源の電源等の区分が安定電源、変動電源（単
独）で、かつ供給力提供開始予定が対象実需給年度の4月以降となる場合、本
機関は、供給力提供開始予定の5か月後から翌年8月までの間、各月の末日
（当該日が金融機関休業日に該当する場合は、その前営業日）までに、前条
に基づき算出された容量確保契約金額（各月）から第19条に基づき算定され
る実需給期間中の経済的ペナルティ及び第27条3項に基づき算定される契約解
除の経済的ペナルティを減じることにより算定する。ただし、実需給年度の
初月においては第16条に基づき算定される調整不調電源に科される経済的ペ
ナルティも控除対象とし算定する。算定した金額が正値となる場合、算定さ
れた金額（以下、前項にて算定された金額を含め「支払金額」という。）を
支払うものとします。

32.前2項に基づき算定された金額が負値となる場合、本機関は容量提供事業
者に対して、当該金額（以下「請求金額」という）を請求します。
3.請求に対する入金期限日は実需給年度の9月から翌年8月までの間、各月の
末日（当該日が金融機関休業日に該当する場合はその前営業日）とします。

6/26川原
更新
調整不調起因で8条を書き換
えたので、こちらにも最新文面
を反映



18２．本オークション募集要綱案および約款案の主なポイント
①年度途中に運転開始する電源のリクワイアメント等の扱い（12/19）

6/17川原
更新

（新設）

＜変更前＞ ＜変更後＞

【約款（2030年度以降）】 第3章 権利及び義務 第12条 市場退出

1.本機関は、契約電源が以下の各号のいずれかに該当する場合、当該電源の
契約容量の全部又は一部の容量を市場退出として扱います。

（略）

⑬電源等情報の登録時点で供給力提供開始していない電源であり、供給力提
供開始予定までに供給力提供開始ができず、実需給年度に供給力の提供が不
可能となる場合、当該電源の契約容量の全量又は一部

※変更後欄の青文字は主な反映事項以外を起因とした更新です。 6/30川原
更新



19２．本オークション募集要綱案および約款案の主なポイント
①年度途中に運転開始する電源のリクワイアメント等の扱い（13/19）

6/17川原
更新

容量提供事業者は、契約電源について、以下の各号に定める実需給期間中のリクワイ
アメントを達成しなければならないものとします。
①電源等の区分が安定電源の場合
 (1)供給力の維持

実需給年度において、契約電源をアセスメント対象容量以上の供給力を提供でき
る状態を維持すること
ただし、第10条第1項に基づく容量停止計画を提出する場合は、8,640コマ（180日
相当）を上限に、契約電源の停止又はアセスメント対象容量以下の出力を認める
ものとします。
※対象となる容量停止計画：電源等の維持・運営に必要な作業に伴い出力停止等
する場合、及び、流通設備作業等に伴い出力停止等する場合（高圧及び低圧等
の流通設備作業は除く。）、並びに、地元自治体との協定の履行に伴い出力停
止等する場合

＜変更前＞ ＜変更後＞

【約款（2030年度以降）】 第3章 権利及び義務 第17条 実需給期間中のリクワイアメント

容量提供事業者は、契約電源について、以下の各号に定める実需給期間中のリクワイ
アメントを達成しなければならないものとします。
①電源等の区分が安定電源の場合
 (1)供給力の維持

実需給年度において、契約電源をアセスメント対象容量以上の供給力を提供でき
る状態を維持すること
ただし、第10条第1項に基づく容量停止計画を提出する場合は、以下の控除コマ数
8,640コマ（180日相当）を上限に、契約電源の停止又はアセスメント対象容量以
下の出力を認めるものとします。
※対象となる容量停止計画：電源等の維持・運営に必要な作業に伴い出力停止等
する場合、及び、流通設備作業等に伴い出力停止等する場合（高圧及び低圧等
の流通設備作業は除く。）、並びに、地元自治体との協定の履行に伴い出力停
止等する場合
契約電源の供給力提供開始実績が対象実需給年度の4月以前・・・ 8,640コマ
契約電源の供給力提供開始実績が対象実需給年度の5月 ・・・ 7,929コマ
契約電源の供給力提供開始実績が対象実需給年度の6月 ・・・ 7,196コマ
契約電源の供給力提供開始実績が対象実需給年度の7月 ・・・ 6,485コマ
契約電源の供給力提供開始実績が対象実需給年度の8月 ・・・ 5,752コマ
契約電源の供給力提供開始実績が対象実需給年度の9月 ・・・ 5,018コマ
契約電源の供給力提供開始実績が対象実需給年度の10月 ・・・ 4,308コマ
契約電源の供給力提供開始実績が対象実需給年度の11月 ・・・ 3,574コマ
契約電源の供給力提供開始実績が対象実需給年度の12月 ・・・ 2,864コマ
契約電源の供給力提供開始実績が対象実需給年度の1月 ・・・ 2,130コマ
契約電源の供給力提供開始実績が対象実需給年度の2月 ・・・ 1,396コマ
契約電源の供給力提供開始実績が対象実需給年度の3月 ・・・ 733コマ

※変更後欄の青文字は主な反映事項以外を起因とした更新です。



20２．本オークション募集要綱案および約款案の主なポイント
①年度途中に運転開始する電源のリクワイアメント等の扱い（14/19）

6/17川原
更新

（略）
②電源等の区分が変動電源の場合
 (1)供給力の維持

実需給年度において、契約電源をアセスメント対象容量以上の供給力を提供でき
る状態を維持すること
ただし、第10条第1項に基づく容量停止計画を提出する場合は、8,640コマ（180日
相当）を上限に、契約電源の停止又はアセスメント対象容量以下の出力を認める
ものとします
※対象となる容量停止計画：電源等の維持・運営に必要な作業に伴い出力停止等
する場合、及び、流通設備作業等に伴い出力停止等する場合（高圧及び低圧等
の流通設備作業は除く。）、並びに、地元自治体との協定の履行に伴い出力停
止等する場合

※自然影響：日没、無風、渇水等により、契約電源の出力が低下又は停止する場
合については、容量停止計画の提出は不要

＜変更前＞ ＜変更後＞

【約款（2030年度以降）】 第3章 権利及び義務 第17条 実需給期間中のリクワイアメント

（略）
②電源等の区分が変動電源の場合
 (1)供給力の維持
i変動電源（単独）
実需給年度において、契約電源をアセスメント対象容量以上の供給力を提供でき
る状態を維持すること
ただし、第10条第1項に基づく容量停止計画を提出する場合は、以下の控除コマ数
8,640コマ（180日相当）を上限に、契約電源の停止又はアセスメント対象容量以
下の出力を認めるものとします
※対象となる容量停止計画：電源等の維持・運営に必要な作業に伴い出力停止等
する場合、及び、流通設備作業等に伴い出力停止等する場合（高圧及び低圧等
の流通設備作業は除く。）、並びに、地元自治体との協定の履行に伴い出力停
止等する場合

※自然影響：日没、無風、渇水等により、契約電源の出力が低下又は停止する場
合については、容量停止計画の提出は不要
契約電源の供給力提供開始実績が対象実需給年度の4月以前・・・ 8,640コマ
契約電源の供給力提供開始実績が対象実需給年度の5月 ・・・ 7,929コマ
契約電源の供給力提供開始実績が対象実需給年度の6月 ・・・ 7,196コマ
契約電源の供給力提供開始実績が対象実需給年度の7月 ・・・ 6,485コマ
契約電源の供給力提供開始実績が対象実需給年度の8月 ・・・ 5,752コマ
契約電源の供給力提供開始実績が対象実需給年度の9月 ・・・ 5,018コマ
契約電源の供給力提供開始実績が対象実需給年度の10月 ・・・ 4,308コマ
契約電源の供給力提供開始実績が対象実需給年度の11月 ・・・ 3,574コマ
契約電源の供給力提供開始実績が対象実需給年度の12月 ・・・ 2,864コマ
契約電源の供給力提供開始実績が対象実需給年度の1月 ・・・ 2,130コマ
契約電源の供給力提供開始実績が対象実需給年度の2月 ・・・ 1,396コマ
契約電源の供給力提供開始実績が対象実需給年度の3月 ・・・ 733コマ

ⅱ変動電源（アグリゲート）
実需給年度において、契約電源をアセスメント対象容量以上の供給力を提供でき
る状態を維持すること

※変更後欄の青文字は主な反映事項以外を起因とした更新です。



21２．本オークション募集要綱案および約款案の主なポイント
①年度途中に運転開始する電源のリクワイアメント等の扱い（15/19）

6/17川原
更新

1.本機関は、第18条の実需給期間中のアセスメントの結果に基づき、以下の各号に掲
げるとおり、経済的ペナルティを科します。
①電源等の区分が安定電源の場合
 (1) 供給力の維持

年間停止コマ相当数に応じて、経済的ペナルティを科します。
経済的ペナルティ※1 ＝

容量確保契約金額 ×（年間停止コマ相当数※2 － 8,640）× 0.0125％
※1：負値となる場合は零とする。
※2：実需給年度内での累計

＜変更前＞ ＜変更後＞

【約款（2030年度以降）】 第3章 権利及び義務 第19条 実需給期間中の経済的ペナルティ

※変更後欄の青文字は主な反映事項以外を起因とした更新です。

1.本機関は、前第18条の実需給期間中のアセスメントの結果に基づき、以下の各号に
掲げるとおり、経済的ペナルティを科します。
①電源等の区分が安定電源の場合
 (1) 供給力の維持

年間停止コマ相当数に応じて、経済的ペナルティを科します。
経済的ペナルティ※1 ＝

容量確保契約金額 ×（年間停止コマ相当数※2 － 控除コマ数※3）
 × ペナルティレート 8,640）× 0.0125％

※1：負値となる場合は零とする。
※2：実需給年度内での累計
※3：第17条に定める

ペナルティレートは以下の通りとします。
契約電源の供給力提供開始実績が対象実需給年度の4月以前・・・ 0.0125%
契約電源の供給力提供開始実績が対象実需給年度の5月 ・・・ 0.0134%
契約電源の供給力提供開始実績が対象実需給年度の6月 ・・・ 0.0148%
契約電源の供給力提供開始実績が対象実需給年度の7月 ・・・ 0.0165%
契約電源の供給力提供開始実績が対象実需給年度の8月 ・・・ 0.0186%
契約電源の供給力提供開始実績が対象実需給年度の9月 ・・・ 0.0213%
契約電源の供給力提供開始実績が対象実需給年度の10月 ・・・ 0.0248%
契約電源の供給力提供開始実績が対象実需給年度の11月 ・・・ 0.0299%
契約電源の供給力提供開始実績が対象実需給年度の12月 ・・・ 0.0373%
契約電源の供給力提供開始実績が対象実需給年度の1月 ・・・ 0.0502%
契約電源の供給力提供開始実績が対象実需給年度の2月 ・・・ 0.0766%
契約電源の供給力提供開始実績が対象実需給年度の3月 ・・・ 0.1458%

6/29川原
更新



22２．本オークション募集要綱案および約款案の主なポイント
①年度途中に運転開始する電源のリクワイアメント等の扱い（16/19）

6/17川原
更新

1.本機関は、第18条の実需給期間中のアセスメントの結果に基づき、以下の各号に掲
げるとおり、経済的ペナルティを科します。
（略）
②電源等の区分が変動電源の場合
 (1) 供給力の維持
i変動電源（単独）
年間停止コマ相当数に応じて、経済的ペナルティを科します。
経済的ペナルティ※1 ＝

容量確保契約金額 ×（年間停止コマ相当数※2 － 8,640）× 0.0125％
※1：負値となる場合は零とします。
※2：実需給年度内での累計とします。

ⅱ変動電源（アグリゲート）
リクワイアメント未達成コマ相当数に対して、経済的ペナルティを科します。
経済的ペナルティ※1 ＝
容量確保契約金額 ×（リクワイアメント未達成コマ相当数※2 － 8,640）×
0.0125％
※1：負値となる場合は零とする。
※2：実需給年度内での累計とする。

＜変更前＞ ＜変更後＞

【約款（2030年度以降）】 第3章 権利及び義務 第19条 実需給期間中の経済的ペナルティ

1.本機関は、第18条の実需給期間中のアセスメントの結果に基づき、以下の各号に掲
げるとおり、経済的ペナルティを科します。
（略）
②電源等の区分が変動電源の場合
 (1) 供給力の維持
i変動電源（単独）
年間停止コマ相当数に応じて、経済的ペナルティを科します。
経済的ペナルティ※1 ＝

容量確保契約金額 ×（年間停止コマ相当数※2 － 控除コマ数※3）
 × ペナルティレート 8,640）× 0.0125％

※1：負値となる場合は零とするします。
※2：実需給年度内での累計とします。
※3：第17条に定めるペナルティレートは以下の通りとします。

契約電源の供給力提供開始実績が対象実需給年度の4月以前・・・ 0.0125%
契約電源の供給力提供開始実績が対象実需給年度の5月 ・・・ 0.0134%
契約電源の供給力提供開始実績が対象実需給年度の6月 ・・・ 0.0148%
契約電源の供給力提供開始実績が対象実需給年度の7月 ・・・ 0.0165%
契約電源の供給力提供開始実績が対象実需給年度の8月 ・・・ 0.0186%
契約電源の供給力提供開始実績が対象実需給年度の9月 ・・・ 0.0213%
契約電源の供給力提供開始実績が対象実需給年度の10月 ・・・ 0.0248%
契約電源の供給力提供開始実績が対象実需給年度の11月 ・・・ 0.0299%
契約電源の供給力提供開始実績が対象実需給年度の12月 ・・・ 0.0373%
契約電源の供給力提供開始実績が対象実需給年度の1月 ・・・ 0.0502%
契約電源の供給力提供開始実績が対象実需給年度の2月 ・・・ 0.0766%
契約電源の供給力提供開始実績が対象実需給年度の3月 ・・・ 0.1458%

ⅱ変動電源（アグリゲート）
リクワイアメント未達成コマ相当数に対して、経済的ペナルティを科します。
経済的ペナルティ※1 ＝
容量確保契約金額 ×（リクワイアメント未達成コマ相当数※2 － 8,640）×
0.0125％
※1：負値となる場合は零とする。
※2：実需給年度内での累計とする。

※変更後欄の青文字は主な反映事項以外を起因とした更新です。



23２．本オークション募集要綱案および約款案の主なポイント
①年度途中に運転開始する電源のリクワイアメント等の扱い（17/19）

6/17川原
更新

（略）
2.前項に定めるペナルティは、月ごとに算定し、第8条に示す容量確保契約金
額（各月）の算定時に反映します。

＜変更前＞ ＜変更後＞

【約款（2030年度以降）】 第3章 権利及び義務 第19条 実需給期間中の経済的ペナルティ

（略）
2.契約電源の電源等の区分が安定電源若しくは変動電源（単独）で、かつ電
源等情報の登録時点で供給力提供開始していない電源であり、容量提供事業
者にて設定した供給力提供開始予定から供給力提供開始が遅延し、対象実需
給年度の4月以降となった場合、以下の経済的ペナルティを科します。
経済的ペナルティ ＝

供給力提供開始実績が供給力提供開始予定から遅延した月数 
× 容量確保契約金額（各月）× 110％

32.前2項に定めるペナルティは、月ごとに算定し、第8条に示す各月の容量確
保契約金額（各月）の支払・請求の算定時に反映します。

※変更後欄の青文字は主な反映事項以外を起因とした更新です。



24２．本オークション募集要綱案および約款案の主なポイント
①年度途中に運転開始する電源のリクワイアメント等の扱い（18/19）

第72回容量市場の在り方等に関する検討会
(2026.3.27)

資料6 年度途中に運開する電源のリクワイア
メント等の扱いについて

6/4川原
過去検討会資料を貼り付け



25２．本オークション募集要綱案および約款案の主なポイント
①年度途中に運転開始する電源のリクワイアメント等の扱い（19/19）

第73回容量市場の在り方等に関する検討会
(2026.5.27)

資料5 新設電源の運開遅延における扱いに
ついて

6/4川原
過去検討会資料を貼り付け



26２．本オークション募集要綱案および約款案の主なポイント
②指標価格の見直しに伴う容量拠出金負担の影響緩和措置（1/4）

＜変更前＞ ＜変更後＞

【募集要綱】 第5章 応札方法

（９）容量市場システムを通じた封印入札により実施し、約定価格は原則と
して第１価格決定方式で決定します。ただし、市場競争が限定的となってい
るおそれがあるエリアについてはこの限りではありません（詳細は「第６章 
落札電源及び約定価格の決定方法 ２.約定価格の決定方法」を参照）。

（９）容量市場システムを通じた封印入札により実施します。、約定価格は
原則として第１価格決定方式で決定します。ただし、市場競争が限定的と
なっているおそれがあるエリアについてはこの限りではありません（詳細は
「第６章 落札電源及び約定価格の決定方法 ２.約定価格の決定方法」を参
照）。

6/16川原
更新

※変更後欄の青文字は主な反映事項以外を起因とした更新です。



27２．本オークション募集要綱案および約款案の主なポイント
②指標価格の見直しに伴う容量拠出金負担の影響緩和措置（2/4）

6/19川原
更新

＜変更前＞ ＜変更後＞

【募集要綱】 第6章 落札電源及び約定価格の決定方法 ２.約定価格の決定方法

（１）原則として、落札電源のうち最も高い応札価格を約定価格とし（第１
価格決定方式）、当該応札価格が単一の約定価格となるシングルプライス方
式で決定されます。ただし、下記（３）に該当する場合は、応札価格が約定
価格となるマルチプライス方式が一部適用されます。

（２）市場が分断される場合、エリア（ブロック）によって約定価格が異な
ります。電源等を追加したエリア（ブロック）においては、最後に追加した
電源等の応札価格が当該エリアの約定価格（「エリアプライス」という。）
となります。電源等を減じたエリア（ブロック）においては、残った電源等
の応札価格のうち最も高い応札価格がエリアプライスとなります。

（３）市場競争が限定的となっているおそれがあるエリア（例：分断処理の
結果、応札された電源が全て落札されたエリア、又は落札しなかった電源を
応札した事業者が１者の独占状態となっているエリア）において、当該エリ
アのエリアプライスが隣接するエリアのエリアプライスの1.5倍を超えた場合、
隣接するエリアのエリアプライスの1.5倍を当該エリアのエリアプライスとし
ます。また、落札された電源等のうち、エリアプライスを上回る価格で応札
されている電源等については、それぞれの電源等の応札価格をもって約定価
格とするマルチプライス方式にて約定されます。なお、価格その他の金額の
単位は1円とし、その端数は切り捨てます。

（４）需要曲線と供給曲線が交差しない場合、落札した電源のうち、最高値
の応札価格を約定価格とします。

（１）原則として、落札電源のうち最も高い応札価格を約定価格とし（第１
価格決定方式）、当該応札価格が単一の約定価格となるシングルプライス方
式で決定されます。ただし、落札電源のうち最も高い応札価格が指標価格を
超える場合、指標価格以下の応札価格の電源等は指標価格が約定価格となり
ます。下記（３）に該当する場合は、応札価格が約定価格となるマルチプラ
イス方式が一部適用されます。

（２）市場が分断される場合、エリア（ブロック）によって約定価格が異な
ります。電源等を追加したエリア（ブロック）においては、最後に追加した
落札電源のうち電源等の最も高い応札価格が当該エリアの約定価格（「エリ
アプライス」という。）となります。電源等を減じたエリア（ブロック）に
おいては、残った落札電源のうち電源等の応札価格のうち最も高い応札価格
がエリアプライスとなります。ただし、エリアプライスが指標価格を超える
場合、指標価格以下の応札価格の電源等は指標価格が約定価格となります。

（３）市場競争が限定的となっているおそれがあるエリア（例：分断処理の
結果、応札された電源が全て落札されたエリア、又は落札しなかった電源を
応札した事業者が１者の独占状態となっているエリア）において、当該エリ
アのエリアプライスが隣接するエリアのエリアプライスの1.5倍を超えた場合、
隣接するエリアのエリアプライスの1.5倍を当該エリアのエリアプライスとし
ます。また、落札された電源等のうち、エリアプライスを上回る価格で応札
されている電源等については、それぞれの電源等の応札価格をもって約定価
格とするマルチプライス方式にて約定されます。なお、価格その他の金額の
単位は1円とし、その端数は切り捨てます。

（３４）需要曲線と供給曲線が交差しない場合、落札した電源のうち最も高
い、最高値の応札価格を約定価格とします。ただし、落札電源のうち最も高
い応札価格が指標価格を超える場合、指標価格以下の応札価格の電源等は指
標価格が約定価格となります。

※変更後欄の青文字は主な反映事項以外を起因とした更新です。

6/30川原
山次さんの指摘をうけ、変更
後を修正

（１）原則として、落札電源のうち最も高い応札価格を約定価格とし（第１
価格決定方式）、当該応札価格が単一の約定価格となるシングルプライス方
式で決定されます。ただし、落札電源のうち最も高い応札価格が指標価格を
超える場合、指標価格以下の応札価格の電源等は指標価格が約定価格となり
ます。下記（３）に該当する場合は、応札価格が約定価格となるマルチプラ
イス方式が一部適用されます。

（２）市場が分断される場合、エリア（ブロック）によって約定価格が異な
ります。電源等を追加したエリア（ブロック）においては、最後に追加した
落札電源のうち電源等の最も高い応札価格が当該エリアの約定価格（「エリ
アプライス」という。）となります。電源等を減じたエリア（ブロック）に
おいては、残った落札電源のうち電源等の応札価格のうち最も高い応札価格
がエリアプライスとなります。ただし、エリアプライスが指標価格を超える
場合、指標価格以下の応札価格の電源等は指標価格が約定価格となります。

（３）市場競争が限定的となっているおそれがあるエリア（例：分断処理の
結果、応札された電源が全て落札されたエリア、又は落札しなかった電源を
応札した事業者が１者の独占状態となっているエリア）において、当該エリ
アのエリアプライスが隣接するエリアのエリアプライスの1.5倍を超えた場合、
隣接するエリアのエリアプライスの1.5倍を当該エリアのエリアプライスとし
ます。また、落札された電源等のうち、エリアプライスを上回る価格で応札
されている電源等については、それぞれの電源等の応札価格をもって約定価
格とするマルチプライス方式にて約定されます。なお、価格その他の金額の
単位は1円とし、その端数は切り捨てます。

（３４）需要曲線と供給曲線が交差しない場合、落札した電源のうち最も高
い、最高値の応札価格を約定価格とします。ただし、落札電源のうち最も高
い応札価格が指標価格を超える場合、指標価格以下の応札価格の電源等は指
標価格が約定価格となります。



28２．本オークション募集要綱案および約款案の主なポイント
②指標価格の見直しに伴う容量拠出金負担の影響緩和措置（3/4）

第113回 総合資源エネルギー調査会 電力・
ガス事業分科会 次世代電力・ガス事業基盤
構築小委員会 制度検討作業部会
(2026.4.3)

資料5 容量市場について

6/4川原
過去検討会資料を貼り付け



29２．本オークション募集要綱案および約款案の主なポイント
②指標価格の見直しに伴う容量拠出金負担の影響緩和措置（4/4）

第113回 総合資源エネルギー調査会 電力・
ガス事業分科会 次世代電力・ガス事業基盤
構築小委員会 制度検討作業部会
(2026.4.3)

資料5 容量市場について

6/4川原
過去検討会資料を貼り付け



30２．本オークション募集要綱案および約款案の主なポイント
③追加オークションで調達を予定している供給力および発動指令電源の応札上限容量の扱い（1/5）

6/16川原
更新

＜変更前＞ ＜変更後＞

【募集要綱】 第6章 落札電源及び約定価格の決定方法 1.落札電源の決定方法

（１）以下の手順にて落札電源を決定します。
（略）

ウ 各エリアの調達量（※1）から、各エリアの停電の発生頻度、継続時間、
発生範囲によって表現される電力供給の信頼性（以下「供給信頼度」
という。）をシミュレーションにより確認します。需要曲線と供給曲
線の交点における供給力をもとに設定した供給信頼度（以下「全国の
供給信頼度」という。）に対して供給力が不足しているエリア（ブ
ロック※2）がある場合には、当該エリア（ブロック）の市場が分断さ
れ、別途約定処理を行います（詳細は以下（２）を参照）。

※1 FIT電源の期待容量（洋上風力ゼロプレミアム案件を含む）、
追加オークションで調達を予定している供給力（H3需要比で各エリ
アへ分配）、容量市場外で一定の蓋然性がある供給力として国の審
議会で整理された控除量（以下「容量市場外の見込み供給力控除
量」という。）、長期脱炭素電源オークションの契約容量のうち実
需給年度2029年度に制度適用となる契約容量及び本機関の業
務規程第33条の規定に基づく電源入札制度を活用した電源等の期待
容量の合計（以下「FIT電源等の期待容量等」という。）を含みます。
ただし、石炭とバイオマスの混焼を行うFIT電源は、当該発電設備を
供給計画に計上していること（供給計画に関連した石炭混焼バイオ
マス発電設備の事業者報告で確認がなされたもの）を前提に、以下
の場合、応札後に当該設備のFIT及び非FIT分の供給力を期待容量と
して織り込みます。
a FIT制度の適用を想定して応札しなかった場合
b 「１.落札電源の決定方法」により、非落札電源となった場合

（この場合、当該非落札電源をFIT電源等の期待容量等へ織り込
んだうえで、約定処理を行います。ただし、当該非落札電源の
内、応札価格が当該エリア（ブロック）の最後に追加した電源
等の応札価格を下回った電源については、最も高い応札価格の
電源をFIT電源等の期待容量等に織り込まずに約定処理を行いま
す。なお、当該非落札電源が再度非落札となった場合は、本項
目の対象外の電源とします）

※2 市場が分断していない複数のエリアの総称

（１）以下の手順にて落札電源を決定します。
（略）

ウ 各エリアの調達量（※1）から、各エリアの停電の発生頻度、継続時間、
発生範囲によって表現される電力供給の信頼性（以下「供給信頼度」
という。）をシミュレーションにより確認します。需要曲線と供給曲
線の交点における供給力をもとに設定した供給信頼度（以下「全国の
供給信頼度」という。）に対して供給力が不足しているエリア（ブ
ロック※2）がある場合には、当該エリア（ブロック）の市場が分断さ
れ、別途約定処理を行います（詳細は以下（２）を参照）。

※1 FIT電源の期待容量（洋上風力ゼロプレミアム案件を含む）、
追加オークションで調達を予定している供給力（H3需要比で各エリ
アへ分配）、容量市場外で一定の蓋然性がある供給力として国の審
議会で整理された控除量（以下「容量市場外の見込み供給力控除
量」という。）、長期脱炭素電源オークションの契約容量のうち実
需給年度2030年度に制度適用となる契約容量及び本機関の業
務規程第33条の規定に基づく電源入札制度を活用した電源等の期待
容量の合計（以下「FIT電源等の期待容量等」という。）を含みます。
ただし、石炭とバイオマスの混焼を行うFIT電源は、当該発電設備を
供給計画に計上していること（供給計画に関連した石炭混焼バイオ
マス発電設備の事業者報告で確認がなされたもの）を前提に、以下
の場合、応札後に当該設備のFIT及び非FIT分の供給力を期待容量と
して織り込みます。
a FIT制度の適用を想定して応札しなかった場合
b 「１.落札電源の決定方法」により、非落札電源となった場合

（この場合、当該非落札電源をFIT電源等の期待容量等へ織り込
んだ上で、約定処理を行います。ただし、当該非落札電源の
内、応札価格が当該エリア（ブロック）の最後に追加した電源
等の応札価格を下回った電源については、最も高い応札価格の
電源をFIT電源等の期待容量等に織り込まずに約定処理を行いま
す。なお、当該非落札電源が再度非落札となった場合は、本項
目の対象外の電源とします。）

※2 市場が分断していない複数のエリアの総称

※変更後欄の青文字は主な反映事項以外を起因とした更新です。 6/26川原
タイトル修正

6/29川原
[A46.1]削除



31２．本オークション募集要綱案および約款案の主なポイント
 ③追加オークションで調達を予定している供給力および発動指令電源の応札上限容量の扱い（2/5）

6/17川原
更新

＜変更前＞ ＜変更後＞

【募集要綱】 第6章 落札電源及び約定価格の決定方法 1.落札電源の決定方法

（１）以下の手順にて落札電源を決定します。
（略）

エ 発動指令電源についてはメインオークションにおける応札上限容量を
定め別途公表いたします。
なお、発動指令電源の調整係数については応札の受付期間後に決定
（※）し、応札容量に調整係数を乗じた容量にて約定処理を行います。
また、応札容量に調整係数を乗じた容量が1,000kW未満となる場合は、
当該電源等は非落札電源とします。

※発動指令電源の調Q整係数は、メインオークションの約定結果の公表に
合わせて公表します。

発動指令電源の調整係数は、発動指令電源のメインオークションにお
ける応札容量と追加オークションで調達を予定している供給力（発動
指令電源分の1%をH3需要比で各エリアへ分配）を加え、以下①～③の
順で応札の受付期間後に算定を行います。
①全国の需要曲線と全国の供給曲線の交点から発動指令電源の調整係

数反映前の応札容量を確認します（※1、※2）。
②各エリアの発動指令電源の調整係数反映前の応札容量に追加オーク

ションで調達を予定している供給力（発動指令電源分の1%をH3需要
比で各エリアへ分配）を加えたものを各エリアの応札容量とします。

③各エリアの応札容量から発動指令電源の調整係数を算定します
（※3）。

※1 発動指令電源の応札容量の合計がメインオークションにおける応
札上限容量を超過し、かつ当該応札上限容量を超える点において、
同一価格の応札が複数存在する場合は、以下a、bの順で同一価格
の調整係数反映前の応札容量を確認します。

a.エリア需要の４％を超過していないエリアは全て対象とする。
b.エリア需要の４％を超過しているエリアは、エリア需要に対する

超過率が等しくなるように当該エリアへ容量を分配する。
※2 発動指令電源の全国の応札容量が応札上限容量以下、かつ全国の

需要曲線と全国の供給曲線の交点に発動指令電源の同一価格の応
札が複数ある場合は、その同一価格の応札すべてを含めます。

※3 調整係数を算定した後に、市場が分断され、追加・減少処理を
行った場合においても調整係数の再算定は行いません。

（１）以下の手順にて落札電源を決定します。
（略）

エ 発動指令電源についてはメインオークションにおける応札上限容量を
定め別途公表いたします。
なお、発動指令電源の調整係数については応札の受付期間後に決定
（※）し、応札容量に調整係数を乗じた容量にて約定処理を行います。
また、応札容量に調整係数を乗じた容量が1,000kW未満となる場合は、
当該電源等は非落札電源とします。

※発動指令電源の調Q整係数は、メインオークションの約定結果の公表に
合わせて公表します。

発動指令電源の調整係数は、発動指令電源のメインオークションにお
ける応札容量よりと追加オークションで調達を予定している供給力
（発動指令電源分の1%をH3需要比で各エリアへ分配）を加え、以下①     
～③の手順で応札の受付期間後に算定を行います。
①全国の需要曲線と全国の供給曲線の交点から発動指令電源の調整係

数反映前の応札容量を確認します（※1、※2）。
②各エリアの発動指令電源の調整係数反映前の応札容量に追加オーク

ションで調達を予定している供給力（発動指令電源分の1%をH3需要
比で各エリアへ分配）を加えたものを各エリアの応札容量とします。

②③各エリアの応札容量から発動指令電源の調整係数を算定します
（※3）。

※1 発動指令電源の応札容量の合計がメインオークションにおける応
札上限容量を超過し、かつ当該応札上限容量を超える点において、
同一価格の応札が複数存在する場合は、以下a、bの順で同一価格
の調整係数反映前の応札容量を確認します。

a.エリア需要の５４％を超過していないエリアは全て対象とする。
b.エリア需要の５４％を超過しているエリアは、エリア需要に対す
る超過率が等しくなるように当該エリアへ容量を分配する。

※2 発動指令電源の全国の応札容量が応札上限容量以下、かつ全国の
需要曲線と全国の供給曲線の交点に発動指令電源の同一価格の応
札が複数ある場合は、その同一価格の応札すべてを含めます。

※3 調整係数を算定した後に、市場が分断され、追加・減少処理を
行った場合においても調整係数の再算定は行いません。

※変更後欄の青文字は主な反映事項以外を起因とした更新です。 6/26川原
タイトル修正



32２．本オークション募集要綱案および約款案の主なポイント
 ③追加オークションで調達を予定している供給力および発動指令電源の応札上限容量の扱い（3/5）

6/17川原
更新

＜変更前＞ ＜変更後＞

【募集要綱】 第6章 落札電源及び約定価格の決定方法 1.落札電源の決定方法

（１）以下の手順にて落札電源を決定します。
（略）
エ 発動指令電源についてはメインオークションにおける応札上限容量を定め別途

公表いたします。
（略）

発動指令電源の応札容量に調整係数を乗じた容量で約定処理を行い、発動指令
電源の落札電源を決定します。
発動指令電源の応札容量の合計がメインオークションにおける応札上限容量を
超過し、かつ当該応札上限容量を超える点において、同一価格の応札が複数存
在する場合は以下の手順で同一価格の応札の約定処理を行います。
①エリア需要の４％を超過していないエリアは全て落札電源とします
②エリア需要の４％を超過しているエリアは、超過率が等しくなるように当該
エリアへ落札可能な容量を分配します。

③当該エリア内の落札、非落札は実効性達成率の高い順に落札電源とします。
なお、実効性達成率※1は以下の式で算定します。
・対象実需給年度2026年向け実効性テストに参加した事業者の実効性達成率
（％）
＝Σ（当該事業者の対象実需給年度2026年向け実効性テスト後のアセスメ
ント対象容量）※2※3÷ Σ（当該事業者の対象実需給年度2026年向けメイ
ンオークション契約時点のアセスメント対象容量）※3 × 100

・対象実需給年度2026年向け実効性テストに参加していない事業者の実効性
達成率（％）
＝Σ（全事業者の対象実需給年度2026年向け実効性テスト後のアセスメン
ト対象容量）※2※3÷ Σ（全事業者の対象実需給年度2026年向けメイン
オークション契約時点のアセスメント対象容量）※3 × 100

※1 エリアごとではなく、全エリアの電源にて実効性達成率（％）を算定しま
す。小数点第11位を四捨五入します。

※2 実効性テストにおける発動実績が、実効性テスト実施時のアセスメント対
象容量を超える場合は、アセスメント対象容量をテスト結果とします。

※3 発動指令電源のアセスメント対象容量は調整係数反映前の容量とします。
④③において同一条件の札がある場合の約定、未約定はランダムに決定します。

（１）以下の手順にて落札電源を決定します。
（略）
エ 発動指令電源についてはメインオークションにおける応札上限容量を定め別途

公表いたします。
（略）

発動指令電源の応札容量に調整係数を乗じた容量で約定処理を行い、発動指令
電源の落札電源を決定します。
発動指令電源の応札容量の合計がメインオークションにおける応札上限容量を
超過し、かつ当該応札上限容量を超える点において、同一価格の応札が複数存
在する場合は以下の手順で同一価格の応札の約定処理を行います。
①エリア需要の５４％を超過していないエリアは全て落札電源とします
②エリア需要の５４％を超過しているエリアは、超過率が等しくなるように当
該エリアへ落札可能な容量を分配します。

③当該エリア内の落札、非落札は実効性達成率の高い順に落札電源とします。
なお、実効性達成率※1は以下の式で算定します。
・対象実需給年度2027年向けメインオークションにおいて発動指令電源で落

札した実効性テストに参加した事業者の実効性達成率（％）
＝Σ（当該事業者の対象実需給年度2027年向け実効性テスト後の期待容量
アセスメント対象容量）※2※3÷ Σ（当該事業者の対象実需給年度2027年
向けメインオークション契約時点のアセスメント対象容量）※3 × 100

・対象実需給年度2027年向けメインオークションにおいて発動指令電源で落
札していない実効性テストに参加していない事業者の実効性達成率（％）
＝Σ（全事業者の対象実需給年度2027年向け実効性テスト後の期待容量ア
セスメント対象容量）※2※3※4÷ Σ（全事業者の対象実需給年度2027年
向けメインオークション契約時点のアセスメント対象容量）※3※4 × 100

※1 エリアごとではなく、全エリアの電源にて実効性達成率（％）を算定しま
す。小数点第11位を四捨五入します。また対象実需給年度2027年向けメイ
ンオークションにおいて発動指令電源で落札した電源のみで算定します。

※2 実効性テスト後の期待容量における発動実績が、メインオークション契約
時点の実効性テスト実施時のアセスメント対象容量を超える場合は、
メインオークション契約時点のアセスメント対象容量をテスト結果としま
す。

※3 期待容量、発動指令電源のアセスメント対象容量は調整係数反映前の容量
とします。

※4 対象実需給年度2027年向けメインオークションにおいて発動指令電源で落
札した全事業者

④③において同一条件の札がある場合の約定、未約定はランダムに決定します。

※変更後欄の青文字は主な反映事項以外を起因とした更新です。

6/26川原
以下更新
・式の左辺は、契約の有無に
関する記載へ変更
・分母の表現はもどす
・それにともない※書きを部分
修正
・数式の対象は契約のある電
源のみである旨、※1に追記

6/26川原
タイトル修正



33２．本オークション募集要綱案および約款案の主なポイント
 ③追加オークションで調達を予定している供給力および発動指令電源の応札上限容量の扱い（4/5）

第73回容量市場の在り方等に関する検討会
(2026.5.27)

資料4 追加オークションで調達を見込む供給
力の扱いについて

6/15川原
過去検討会資料を貼り付け



34２．本オークション募集要綱案および約款案の主なポイント
 ③追加オークションで調達を予定している供給力および発動指令電源の応札上限容量の扱い（5/5）

第73回容量市場の在り方等に関する検討会
(2026.5.27)

資料4 追加オークションで調達を見込む供給
力の扱いについて

6/15川原
過去検討会資料を貼り付け



35２．本オークション募集要綱案および約款案の主なポイント
④調整不調電源に適用する容量確保契約金額の減額の扱いの見直し（1/33）

＜変更前＞ ＜変更後＞

【募集要綱】 第7章 契約条件 １.容量確保契約金額

容量確保契約金額とは、容量確保契約に基づき本機関から容量提供事業者に
対して支払われる年間の予定金額をいい、落札された電源等ごとに算定しま
す。契約単価（円/kW）に容量確保契約に定める容量確保契約容量（以下「契
約容量」という。）（kW）を乗じて得た金額を基準として、以下の計算式で
算定します。

容量確保契約金額（円） 
＝契約単価※1 ×契約容量※2
－ 容量確保契約金額の算出に関する経過措置における控除額※3
－ 調整不調電源に適用する容量確保契約金額の減額※4

※1：メインオークションと調達オークションの個々の電源の約定価格を落札
 容量により加重平均し、円未満の端数は切り捨てして算定したもの。た
 だし、リリースオークション約定結果（部分リリース）に基づく変更後
 の契約容量に対応する契約単価はメインオークションで決定した契約単
 価とします。

※2：発動指令電源の契約容量は、応札容量に調整係数を乗じた容量（1kW未
 満の端数は切り捨て）とします。

※3：「本章２ 容量確保契約金額の算出に関する経過措置」を参照
※4：「本章４ リクワイアメント・アセスメント・ペナルティ」を参照

容量確保契約金額とは、容量確保契約に基づき本機関から容量提供事業者に
対して支払われる年間の予定金額をいい、落札された電源等ごとに算定しま
す。契約単価（円/kW）に容量確保契約に定める容量確保契約容量（以下「契
約容量」という。）（kW）を乗じて得た金額を基準として、以下の計算式で
算定します。

容量確保契約金額（円） 
＝契約単価※1 ×契約容量※2
－ 容量確保契約金額の算出に関する経過措置における控除額※3
－ 調整不調電源に適用する容量確保契約金額の減額※4

※1：メインオークションと調達オークションの個々の電源の約定価格を落札
 容量により加重平均し、円未満の端数は切り捨てして算定したもの。た
 だし、リリースオークション約定結果（部分リリース）に基づく変更後
 の契約容量に対応する契約単価はメインオークションで決定した契約単
 価とします。

※2：発動指令電源の契約容量は、応札容量に調整係数を乗じた容量（1kW未
 満の端数は切り捨て）とします。

※3：「本章２ 容量確保契約金額の算出に関する経過措置」を参照
※4：「本章４ リクワイアメント・アセスメント・ペナルティ」を参照

6/17川原
更新
青文字部分は経過措置に関
する更新部分

※変更後欄の青文字は主な反映事項以外を起因とした更新です。



36２．本オークション募集要綱案および約款案の主なポイント
④調整不調電源に適用する容量確保契約金額の減額の扱いの見直し（2/33）

＜変更前＞ ＜変更後＞

【募集要綱】 第7章 契約条件 ４.リクワイアメント・アセスメント・ペナルティ

４－１ 実需給期間前
（略）
（３）ペナルティ
本機関は、前項の実需給期間前のアセスメントの結果に基づき、以下の各号
に掲げるとおり、容量確保契約金額の減額又は経済的ペナルティを科します。
本機関は、算定した容量確保契約金額の減額又は経済的ペナルティを容量提
供事業者に通知します。通知された容量確保契約金額の減額又は経済的ペナ
ルティに対して異議がある場合、本機関に申し出ることができます。
容量提供事業者から異議の申し出があった場合、本機関はその内容を確認し、
容量提供事業者に容量確保契約金額の減額又は経済的ペナルティの変更の有
無を通知します。容量確保契約金額の減額又は経済的ペナルティが変更され
る場合は、変更後の容量確保契約金額の減額又は経済的ペナルティも合わせ
て通知します。
容量提供事業者が重大な違反行為を行った場合、当該容量提供事業者に対し、
一定期間の容量オークションへの参加制限、期待容量の評価引き下げ等の参
入ペナルティが科されることがあります。

４－１ 実需給期間前
（略）
（３）ペナルティ
本機関は、前項の実需給期間前のアセスメントの結果に基づき、以下の各号
に掲げるとおり、容量確保契約金額の減額又は経済的ペナルティを科します。
なお、調整不調電源に科される経済的ペナルティは対象実需給年度前に算定
し、各月の容量確保契約金額の支払・請求の初月の算定時に反映します。
本機関は、算定した容量確保契約金額の減額又は経済的ペナルティを容量提
供事業者に通知します。通知された容量確保契約金額の減額又は経済的ペナ
ルティに対して異議がある場合、本機関に申し出ることができます。
容量提供事業者から異議の申し出があった場合、本機関はその内容を確認し、
容量提供事業者に容量確保契約金額の減額又は経済的ペナルティの変更の有
無を通知します。容量確保契約金額の減額又は経済的ペナルティが変更され
る場合は、変更後の容量確保契約金額の減額又は経済的ペナルティも合わせ
て通知します。
容量提供事業者が重大な違反行為を行った場合、当該容量提供事業者に対し、
一定期間の容量オークションへの参加制限、期待容量の評価引き下げ等の参
入ペナルティが科されることがあります。

6/17川原
更新

※変更後欄の青文字は主な反映事項以外を起因とした更新です。



37２．本オークション募集要綱案および約款案の主なポイント
④調整不調電源に適用する容量確保契約金額の減額の扱いの見直し（3/33）

＜変更前＞ ＜変更後＞

【募集要綱】 第7章 契約条件 ４.リクワイアメント・アセスメント・ペナルティ

４－１ 実需給期間前
（略）
（３）ペナルティ
ア 電源等の区分が安定電源及び変動電源の場合

調整不調電源に適用する容量確保契約金額の減額
調整不調電源の調整不調の結果として生じる供給力の不足量に応じて、調整不調
となった日数に対して以下の減額率を適用し、容量確保契約金額を減じます。た
だし、本機関が容量停止計画の調整ができなかった事由が合理的と判断する場合
や、送配電設備の停止等により属地一般送配電事業者と容量停止計画の調整を実
施した場合は、容量確保契約金額の減額の対象外とする場合があります。
なお、容量停止計画の調整以降に、容量提供事業者の事由による停止期間の追加、
変更により供給信頼度確保へ影響を与える場合には、下記2)で算定される額の1.5
倍したものを容量確保契約金額から減額する場合があります。
また、本号において、変動電源（アグリゲート）は対象外とします。
減額※1 ＝（契約単価※2 ×契約容量 － 容量確保契約金額の算出に関する経過

措置における控除額）× 減額率（Ａ） × 調整不調日数（Ｂ）
（Ａ）減額率 ＝ 追加設備量※3を利用する場合の減額率（Ａ―①)

＋供給信頼度確保に影響を与える場合の減額率（Ａ―②)
（Ａ―①)追加設備量を利用する場合の減額率 

＝ 0.3％/日 ×（追加設備量を利用する容量 ÷ 追加設備量）
×（追加設備量を利用する容量 ÷ 停止対象容量）

（Ａ―②) 供給信頼度確保に影響を与える場合の減額率
＝ 0.6％/日 × （供給信頼度確保に影響を与える容量 ÷ 停止対象容量）

（Ｂ）調整不調日数＝ 出力可能容量に関する補正率（Ｂ―①) × １ヶ月の日数 
（Ｂ―①)出力可能容量に関する補正率

＝（１ － 出力可能容量 ÷ 応札単位のアセスメント対象容量）
※1：調整不調電源に適用する容量確保契約金額の減額は円未満を切り捨て
※2：メインオークションと調達オークションの個々の電源の約定価格を落札容量によ

り加重平均し、円未満の端数は切り捨てして算定したものとします。ただし、リ
リースオークション（部分リリース）によるリリース容量を反映した契約容量に
適用する契約単価はメインオークションで決定した契約単価とします。

※3：電源が一定の年間停止可能量を確保するために容量オークションで追加的に確保
する供給設備量

４－１ 実需給期間前
（略）
（３）ペナルティ
ア 電源等の区分が安定電源及び変動電源の場合

調整不調電源に科される経済的ペナルティ
調整不調電源の調整不調の結果として生じる供給力の不足量に応じて、調整不調
となった日数に対して以下の経済的ペナルティを科します。ただし、本機関が容
量停止計画の調整ができなかった事由が合理的と判断する場合や、送配電設備の
停止等により属地一般送配電事業者と容量停止計画の調整を実施した場合は、経
済的ペナルティの対象外とする場合があります。
なお、容量停止計画の調整以降に、容量提供事業者の事由による停止期間の追加、
変更により供給信頼度確保へ影響を与える場合には、下記2)で算定される額を1.5
倍した経済的ペナルティを科す場合があります。
また、本号において、変動電源（アグリゲート）は対象外とします。
経済的ペナルティ※1 ＝ 契約単価※2 ×契約容量※3

× 減額率（Ａ） × 調整不調日数（Ｂ）
（Ａ）減額率 ＝ 追加設備量※4を利用する場合の減額率（Ａ―①)

＋供給信頼度確保に影響を与える場合の減額率（Ａ―②)
（Ａ―①)追加設備量を利用する場合の減額率 

＝ 0.3％/日 ×（追加設備量を利用する容量 ÷ 追加設備量）
×（追加設備量を利用する容量 ÷ 停止対象容量）

（Ａ―②) 供給信頼度確保に影響を与える場合の減額率
＝ 0.6％/日 × （供給信頼度確保に影響を与える容量 ÷ 停止対象容量）

（Ｂ）調整不調日数＝ 出力可能容量に関する補正率（Ｂ―①) × １ヶ月の日数 
（Ｂ―①)出力可能容量に関する補正率

＝（１ － 出力可能容量 ÷ 応札単位のアセスメント対象容量）
※1：調整不調電源に科される経済的ペナルティは円未満を切り捨て
※2：メインオークションと調達オークションの個々の電源の約定価格を落札容量によ

り加重平均し、円未満の端数は切り捨てして算定したものとします。ただし、リ
リースオークション（部分リリース）によるリリース容量を反映した契約容量に
適用する契約単価はメインオークションで決定した契約単価とします。

※3：実需給が始まるタイミングの契約容量で計算します。ただし、契約容量がメイン
オークション落札時の契約容量を上回る場合は、メインオークション落札時の契
約容量で計算します。

※4：電源が一定の年間停止可能量を確保するために容量オークションで追加的に確
保する供給設備量

6/17川原
更新

※変更後欄の青文字は主な反映事項以外を起因とした更新です。

※スペースの制約により、本ページの変更後欄は、
 削除箇所を取り消し線表記としておりません。

6/26川原
加藤さん、小池さんと相談のう
え、※3を修正



38２．本オークション募集要綱案および約款案の主なポイント
④調整不調電源に適用する容量確保契約金額の減額の扱いの見直し（4/33）

6/17川原
更新

＜変更前＞ ＜変更後＞

【募集要綱】 第7章 契約条件 ４.リクワイアメント・アセスメント・ペナルティ

４－２ 実需給期間中
（略）
（４）ペナルティの扱いについて
ア 経済的ペナルティの年間上限額及び月間上限額は、以下の計算式で算定

される金額とします。ただし、発動指令電源及び非効率石炭火力電源の
稼働抑制の未達成に対する経済的ペナルティについては、月間上限額の
対象外とします。
年間上限額（円） ＝ 容量確保契約金額（円）× 110％
月間上限額（円） ＝ 容量確保契約金額（円）× 18.3％

４－２ 実需給期間中
（略）
（５４）ペナルティの扱いについて
ア 経済的ペナルティの年間上限額及び月間上限額は、以下の計算式で算定

される金額とします。ただし、発動指令電源及び非効率石炭火力電源の
稼働抑制の未達成に対する経済的ペナルティについては、月間上限額の
対象外とします。
年間上限額※ （円） ＝ 容量確保契約金額（円）× 110％
月間上限額（円） ＝ 容量確保契約金額（円）×月間上限額レート

18.3％
※容量確保契約約款第16条に定める調整不調電源に科される経済的ペナ
ルティが科される場合は差し引いた金額とします。

月間上限額レートは以下の通りとします。供給力提供開始実績が対象実
需給年度の3月の場合は、月間上限額は適用されません。また、電源等の
区分が変動電源（アグリゲート）の場合においては、月間上限額レート
は18.3％とします。
契約電源の供給力提供開始実績が対象実需給年度の4月以前・・・ 18.3%
契約電源の供給力提供開始実績が対象実需給年度の5月 ・・・ 20.0%
契約電源の供給力提供開始実績が対象実需給年度の6月 ・・・ 22.0%
契約電源の供給力提供開始実績が対象実需給年度の7月 ・・・ 24.4%
契約電源の供給力提供開始実績が対象実需給年度の8月 ・・・ 27.5%
契約電源の供給力提供開始実績が対象実需給年度の9月 ・・・ 31.4%
契約電源の供給力提供開始実績が対象実需給年度の10月 ・・・ 36.7%
契約電源の供給力提供開始実績が対象実需給年度の11月 ・・・ 44.0%
契約電源の供給力提供開始実績が対象実需給年度の12月 ・・・ 55.0%
契約電源の供給力提供開始実績が対象実需給年度の1月 ・・・ 73.3%
契約電源の供給力提供開始実績が対象実需給年度の2月 ・・・ 110.0%

※変更後欄の青文字は主な反映事項以外を起因とした更新です。

6/20川原
小池さん指摘にもとづき、「約
款〇条に定める」を追記

6/29川原
要綱側を記載したので、こちら
も修正しました。



39２．本オークション募集要綱案および約款案の主なポイント
④調整不調電源に適用する容量確保契約金額の減額の扱いの見直し（5/33）

6/17川原
更新

＜変更前＞ ＜変更後＞

【募集要綱】 第7章 契約条件 ５.容量確保契約金額（各月）の支払・請求について

（１）毎月の支払又は請求は、容量確保契約金額（各月）から、「本章４.リ
クワイアメント・アセスメント・ペナルティ」に基づき算定される実需給期
間中の経済的ペナルティを減じることにより算定し、正値となる場合は支払
金額とし、負値となる場合は請求金額とします。

（１）毎月の支払又は請求は、容量確保契約金額（各月）から、「本章４.リ
クワイアメント・アセスメント・ペナルティ」に基づき算定される実需給期
間中の経済的ペナルティを減じることにより算定し、する。ただし、支払又
は請求の初月においては、調整不調電源に科される経済的ペナルティ、実需
給期間中の経済的ペナルティを減じることにより算定する。算定した金額が
正値となる場合は支払金額とし、負値となる場合は請求金額とします。

※変更後欄の青文字は主な反映事項以外を起因とした更新です。

6/26川原
調整不調ペナが毎月に係るよ
うに見えるので更新しました。
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1.容量確保契約金額は、次の算式に基づき算定された金額とします。

※1：メインオークションと調達オークションの個々の電源の約定価格を落札
 容量により加重平均し、円未満の端数は切り捨てして算定したもの。た
 だし、リリースオークション（部分リリース）によるリリース容量を反
 映した契約容量に適用する契約単価はメインオークションで決定した契
 約単価とする。

※2：容量停止計画に対する、追加設備量を利用する容量及び供給信頼度確保
 に影響を与える容量の割合で補正

２．本オークション募集要綱案および約款案の主なポイント
④調整不調電源に適用する容量確保契約金額の減額の扱いの見直し（6/33）

6/17川原
更新

＜変更前＞ ＜変更後＞

【約款（2030年度以降）】 第2章 容量確保契約金額 第7条 容量確保契約金額の算定

容量確保契約金額
＝ 契約単価※1 × 契約容量
－ 第16条第1項に基づき調整不調電源に科される経済的ペナルティ※2

1.容量確保契約金額は、次の算式に基づき算定された金額とします。

※1：メインオークションと調達オークションの個々の電源の約定価格を落札
 容量により加重平均し、円未満の端数は切り捨てして算定したもの。た
 だし、リリースオークション（部分リリース）によるリリース容量を反
 映した契約容量に適用する契約単価はメインオークションで決定した契
 約単価とする。

※2：容量停止計画に対する、追加設備量を利用する容量及び供給信頼度確保
 に影響を与える容量の割合で補正

容量確保契約金額
＝ 契約単価※1 × 契約容量
－ 第16条第1項に基づき調整不調電源に科される経済的ペナルティ※2

※変更後欄の青文字は主な反映事項以外を起因とした更新です。



41２．本オークション募集要綱案および約款案の主なポイント
④調整不調電源に適用する容量確保契約金額の減額の扱いの見直し（7/33）

6/19川原
更新
青文字部分は期中運開に関
する部分

1.本機関は、実需給年度の9月から翌年8月までの間、各月の末日（当該日が
金融機関休業日に該当する場合は、その前営業日）までに、前条に基づき算
出された容量確保契約金額（各月）から第19条に基づき算定される実需給期
間中の経済的ペナルティ及び第27条3項に基づき算定される契約解除の経済的
ペナルティを減じた金額が正値となる場合、算定された金額（以下「支払金
額」という）を支払うものとします。

2.前項に基づき算定された金額が負値となる場合、本機関は容量提供事業者
に対して、当該金額（以下「請求金額」という）を請求します。

3.請求に対する入金期限日は実需給年度の9月から翌年8月までの間、各月の
末日（当該日が金融機関休業日に該当する場合はその前営業日）とします。

＜変更前＞ ＜変更後＞

【約款（2030年度以降）】 第2章 容量確保契約金額 第8条 各月の容量確保契約金額の支払・請求

1.本機関は、実需給年度の9月から翌年8月までの間、各月の末日（当該日が
金融機関休業日に該当する場合は、その前営業日）までに、前条に基づき算
出された容量確保契約金額（各月）から第19条に基づき算定される実需給期
間中の経済的ペナルティ及び第27条3項に基づき算定される契約解除の経済的
ペナルティを減じたることにより算定する。ただし、実需給年度の初月にお
いては第16条に基づき算定される調整不調電源に科される経済的ペナルティ
も控除対象とし算定する。算定した金額が正値となる場合、算定された金額
（以下「支払金額」という。）を支払うものとします。

2.前項にかかわらず、契約電源の電源等の区分が安定電源、変動電源（単
独）で、かつ供給力提供開始予定が対象実需給年度の4月以降となる場合、本
機関は、供給力提供開始予定の5か月後から翌年8月までの間、各月の末日
（当該日が金融機関休業日に該当する場合は、その前営業日）までに、前条
に基づき算出された容量確保契約金額（各月）から第19条に基づき算定され
る実需給期間中の経済的ペナルティ及び第27条3項に基づき算定される契約解
除の経済的ペナルティを減じることにより算定する。ただし、実需給年度の
初月においては第16条に基づき算定される調整不調電源に科される経済的ペ
ナルティも控除対象とし算定する。算定した金額が正値となる場合、算定さ
れた金額（以下、前項にて算定された金額を含め「支払金額」という。）を
支払うものとします。

32.前2項に基づき算定された金額が負値となる場合、本機関は容量提供事業
者に対して、当該金額（以下「請求金額」という）を請求します。
3.請求に対する入金期限日は実需給年度の9月から翌年8月までの間、各月の
末日（当該日が金融機関休業日に該当する場合はその前営業日）とします。

※変更後欄の青文字は主な反映事項以外を起因とした更新です。

6/19川原
調整不調が各月に絡むように
見えたので、ただし書きで初月
のみ対象であることを明記しま
した。①にも8条があるので差
し替えた。



42２．本オークション募集要綱案および約款案の主なポイント
④調整不調電源に適用する容量確保契約金額の減額の扱いの見直し（8/33）

6/17川原
更新

本機関は、第15条の実需給期間前のアセスメントの結果に基づき、以下の各号に掲げ
るとおり、経済的ペナルティを科します。

①電源等の区分が安定電源及び変動電源の場合
(1)調整不調電源に科される経済的ペナルティ
調整不調電源の調整不調の結果として生じる供給力の不足量に応じて、調整不調
となった日数に対して以下の減額率を適用し、容量確保契約金額を減じます。
ただし、本号において、変動電源（アグリゲート）は対象外とします。
i 追加設備量※1を利用する場合

契約単価※2 × 契約容量 × 0.3％／日 × 調整不調の日数※3※4
ⅱ 供給信頼度確保へ影響を与える場合

契約単価※2 × 契約容量 × 0.6％／日 × 調整不調の日数※3※4
※1：電源が一定の年間停止可能量を確保するために容量オークションで追加的

 に確保する供給設備量
※2：メインオークションと調達オークションの個々の電源の約定価格を落札容

 量により加重平均し、円未満の端数は切り捨てして算定したもの。ただし、
 リリースオークション（部分リリース）によるリリース容量を反映した契
 約容量に適用する契約単価はメインオークションで決定した契約単価とす
 る。

※3：容量停止計画に対して追加設備量を利用する量及び供給信頼度確保に影響
 を与える量の割合で補正

※4：調整不調電源に科される経済的ペナルティに対して円未満を切り捨て
なお、容量停止計画の調整以降に、容量提供事業者の事由による停止期間の追
加、変更により供給信頼度確保へ影響を与える場合には、上記で算定される額
の1.5倍のペナルティを科す場合があります。

＜変更前＞ ＜変更後＞

【約款（2030年度以降）】 第3章 権利及び義務 第16条 実需給期間前の経済的ペナルティ

1.本機関は、前第15条の実需給期間前のアセスメントの結果に基づき、以下の各号に
掲げるとおり、経済的ペナルティを科します。

①電源等の区分が安定電源及び変動電源の場合
(1)調整不調電源に科される経済的ペナルティ
調整不調電源の調整不調の結果として生じる供給力の不足量、及び調整不調と

なった日数に応じて、以下の経済的ペナルティを科します。ただし、本機関が容量停
止計画の調整ができなかった事由が合理的と判断する場合や、送配電設備の停止等に
より属地一般送配電事業者と容量停止計画の調整を実施した場合は、経済的ペナル
ティの対象外とする場合があります。
経済的ペナルティ※1 ＝契約単価※2 × 契約容量※3 × 減額率（Ａ）

 × 調整不調日数（Ｂ）
（Ａ）減額率 ＝ 追加設備量※4を利用する場合の減額率（Ａ―①)

＋供給信頼度確保に影響を与える場合の減額率（Ａ―②)
（Ａ―①)追加設備量を利用する場合の減額率 

＝ 0.3％/日 × （追加設備量を利用する容量 ／ 追加設備量）
 ×（追加設備量を利用する容量 ／ 停止対象容量）

（Ａ―②)供給信頼度確保に影響を与える場合の減額率
＝ 0.6％/日 × （供給信頼度確保に影響を与える容量 ／ 停止対象容量）

（Ｂ）調整不調日数＝ 出力可能容量に関する補正率（Ｂ―①) × １ヶ月の日数 
（Ｂ―①)出力可能容量に関する補正率

＝（１－ 出力可能容量 ／ 応札単位のアセスメント対象容量）
※1：調整不調電源に科される経済的ペナルティは円未満を切り捨て
※2：メインオークションと調達オークションの個々の電源の約定価格を落札容

 量により加重平均し、円未満の端数は切り捨てして算定したもの。ただし、
 リリースオークション（部分リリース）によるリリース容量を反映した契
 約容量に適用する契約単価はメインオークションで決定した契約単価とす
 る。

※3：実需給が始まるタイミングの契約容量で計算します。ただし、契約容量が
 メインオークション落札時の契約容量を上回る場合は、メインオークショ
 ン落札時の契約容量で計算します。

※4：電源が一定の年間停止可能量を確保するために容量オークションで追加的
 に確保する供給設備量

なお、容量停止計画の調整以降に、容量提供事業者の事由による停止期間の追
加、変更により供給信頼度確保へ影響を与える場合には、上記で算定される額
を1.5倍した経済的ペナルティを科す場合があります。

※スペースの制約により、本ページの変更後欄は、
 削除箇所を取り消し線表記としておりません。

※変更後欄の青文字は主な反映事項以外を起因とした更新です。

6/23川原
変更後、※4のしたのなお以
降のインデント修正。また、赤
文字→黒文字へ修正

6/26川原
加藤さん、小池さんと相談のう
え、※3を修正



43２．本オークション募集要綱案および約款案の主なポイント
④調整不調電源に適用する容量確保契約金額の減額の扱いの見直し（9/33）

6/17川原
更新

（新設）

＜変更前＞ ＜変更後＞

【約款（2030年度以降）】 第3章 権利及び義務 第16条 実需給期間前の経済的ペナルティ

（略）
2.前条第1項第1号(1)に定める調整不調電源に科される経済的ペナルティは、
対象実需給年度前に算定し、第8条に示す各月の容量確保契約金額の支払・請
求の初月の算定時に反映します。

※変更後欄の青文字は主な反映事項以外を起因とした更新です。



44２．本オークション募集要綱案および約款案の主なポイント
④調整不調電源に適用する容量確保契約金額の減額の扱いの見直し（10/33）

6/19川原
更新

1.第19条に示す実需給期間中の経済的ペナルティの上限額は以下のとおりと
します。
①年間上限額：容量確保契約金額 × 110％
②月間上限額：容量確保契約金額 × 18.3％

＜変更前＞ ＜変更後＞

【約款（2030年度以降）】 第3章 権利及び義務 第20条 実需給期間中の経済的ペナルティの上限

1.前第19条に示す実需給期間中の経済的ペナルティの上限額は以下のとおり
とします。
①年間上限額：容量確保契約金額 × 110％
②月間上限額：容量確保契約金額 × 18.3％
※第16条第1項第1号(1)に定める経済的ペナルティが科される場合は差し引い
た金額とする

※変更後欄の青文字は主な反映事項以外を起因とした更新です。



45２．本オークション募集要綱案および約款案の主なポイント
④調整不調電源に適用する容量確保契約金額の減額の扱いの見直し（11/33）

6/19川原
更新

1.容量提供事業者は、以下の各号のいずれかに該当する事象が生じ、容量確
保契約に定められた電源等の内容に変更が生じた場合、本機関が別途定める
容量市場業務マニュアルに従い、本契約を変更するものとします。
（略）
⑦第16条に基づき容量確保契約金額が変更となった場合
⑧その他、本機関が変更を必要と判断した場合

2.前項の本契約の変更は、原則として容量市場システムを通じて行うものと
します。

3.第1項の本契約の変更は、本機関の容量確保契約の承認をもって成立するも
のといたします。

＜変更前＞ ＜変更後＞

【約款（2030年度以降）】 第4章 契約の変更等 第25条 契約の変更

1.容量提供事業者は、以下の各号のいずれかに該当する事象が生じ、容量確
保契約に定められた電源等の内容に変更が生じた場合、本機関が別途定める
容量市場業務マニュアルに従い、本契約を変更するものとします。
（略）
⑦第16条に基づき容量確保契約金額が変更となった場合
⑦⑧その他、本機関が変更を必要と判断した場合

2.前項の本契約の変更は、原則として容量市場システムを通じて行うものと
します。

3.第1項の本契約の変更は、本機関の容量確保契約の承認をもって成立するも
のといたします。

※変更後欄の青文字は主な反映事項以外を起因とした更新です。



46２．本オークション募集要綱案および約款案の主なポイント
④調整不調電源に適用する容量確保契約金額の減額の扱いの見直し（12/33）

6/22川原
更新

※変更後欄の青文字は主な反映事項以外を起因とした更新です。

（新設）

＜変更前＞ ＜変更後＞

【約款（2024-29年度）】 附則（2026年XX月XX日-2027）第1条 適用対象

1.本附則は対象実需給年度が2027年度の容量確保契約に適用するものとしま
す。
2.附則（2021年7月1日）および附則（2023年8月2日）の記載によらず、本附
則の内容を適用するものとします。



47２．本オークション募集要綱案および約款案の主なポイント
④調整不調電源に適用する容量確保契約金額の減額の扱いの見直し（13/33）

6/22川原
更新

※変更後欄の青文字は主な反映事項以外を起因とした更新です。

（新設）

＜変更前＞ ＜変更後＞

【約款（2024-29年度）】 附則（2026年XX月XX日-2027）第2条 容量確保契約金額の算出に関する経過措置

対象実需給期間が2027年度の容量確保契約における本約款の第7条に示す容量確保契約
金額の算定について、電源等の区分が安定電源又は変動電源（単独）の場合、第7条を
以下に読み替えます。なお、本条で示す経過措置の対象となるのは、契約電源が2010
年度末までに建設された電源、又は各エリアにおいてオークション応札時の応札価格
が当該エリアの約定価格に入札内容に応じた控除額係数を乗じた価格以下の電源又は
その両方の場合となります。

1.容量確保契約金額の算出に関する経過措置における控除には、「電源等の経過年数
に応じた控除」と、「入札内容に応じた控除」があります。
なお、「電源等の経過年数に応じた控除」は、契約電源が2010年度末までに建設され
た電源が対象となり、「入札内容に応じた控除」は、各エリアにおいてオークション
応札時の応札価格が当該エリアの約定価格に入札内容に応じた控除額係数を乗じた価
格以下の電源が対象となります。容量確保契約金額の算出に関する経過措置における
控除額は次の算式に基づき、メインオークションと調達オークションのそれぞれにお
いて算定された金額とします。

  ※ 容量確保契約金額の算出に関する経過措置における控除額の算定で円未満
を切り捨て

容量確保契約金額の算出に関する経過措置における控除額※
     ＝ 個々の電源の約定価格 × 契約容量 ×（1－経過措置控除係数）

経過措置控除係数
＝ 電源等の経過年数に応じた控除額係数×入札内容に応じた控除額係数

電源等の経過年数に応じた控除額係数
＝（1 － 電源等の経過年数に応じた控除率）



48２．本オークション募集要綱案および約款案の主なポイント
④調整不調電源に適用する容量確保契約金額の減額の扱いの見直し（14/33）

6/22川原
更新

※変更後欄の青文字は主な反映事項以外を起因とした更新です。

（新設）

＜変更前＞ ＜変更後＞

【約款（2024-29年度）】 附則（2026年XX月XX日-2027）第2条 容量確保契約金額の算出に関する経過措置

（略）

2.電源等の経過年数に応じた控除率は以下の通りとします。なお、いずれの実需給期
間においても、電源等の経過年数に応じた控除額の対象でない電源の場合は0％としま
す。
なお、対象実需給期間が2026年度以降※1については、個々の電源の約定価格がオーク
ションの指標価格の50％以下となった場合は、当該電源の電源等の経過年数に応じた
控除率は0％とします。
※指標価格の50％の価格に端数が生じる場合は円未満を切り捨て

実需給期間が2025年度 ・・・ 7.5％
実需給期間が2026年度 ・・・ 6.0％
実需給期間が2027年度 ・・・ 4.5％
実需給期間が2028年度 ・・・ 3.0％
実需給期間が2029年度 ・・・ 1.5％

※1 対象実需給年度が2025年度の調達オークションにおける契約電源を含む。

3.入札内容に応じた控除額係数は以下の通りとします。なお、いずれの実需給期間に
おいても、入札内容に応じた控除額の対象でない電源の場合は100％とします。
なお、対象実需給期間が2026年度以降※1については、個々の電源の約定価格がオーク
ションの指標価格の50％以下となった場合は、当該電源の入札内容に応じた控除額係 
数は100％とします。
※指標価格の50％の価格に端数が生じる場合は円未満を切り捨て

実需給期間が2025年度 ・・・ 82.0％
実需給期間が2026年度 ・・・ 85.6％
実需給期間が2027年度 ・・・ 89.2％
実需給期間が2028年度 ・・・ 92.8％
実需給期間が2029年度 ・・・ 96.4％

※1 対象実需給年度が2025年度の調達オークションにおける契約電源を含む。



49２．本オークション募集要綱案および約款案の主なポイント
④調整不調電源に適用する容量確保契約金額の減額の扱いの見直し（15/33）

6/22川原
更新

※変更後欄の青文字は主な反映事項以外を起因とした更新です。

（新設）

＜変更前＞ ＜変更後＞

【約款（2024-29年度）】 附則（2026年XX月XX日-2027）第2条 容量確保契約金額の算出に関する経過措置

（略）

4.容量確保契約金額は、次の算式に基づき算定された金額とします。

※1：メインオークションと調達オークションの個々の電源の約定価格を落札容量
により加重平均し、円未満の端数は切り捨てして算定したもの。ただし、リ
リースオークション（部分リリース）によるリリース容量を反映した契約容
量に適用する契約単価はメインオークションで決定した契約単価とする。

※2：容量停止計画に対する、追加設備量を利用する容量及び供給信頼度確保に影
響を与える容量の割合で補正

なお、対象実需給期間が2026年度以降※の容量確保契約金額の算出に関する経過措置
における控除額については、個々の電源の約定価格に経過措置を適用することにより
オークションの指標価格の50％以下となる際には、以下のように金額を読み替えます。
※対象実需給年度が2025年度の調達オークションにおける契約電源を含む。

※1：（オークションの指標価格の50％）の値にて円未満を切り捨て
※2：負値となる場合は零とする。

容量確保契約金額
＝ 契約単価※1 × 契約容量
－ 容量確保契約金額の算出に関する経過措置における控除額
－ 第16条第1項に基づき調整不調電源に適用する容量確保契約金額の減額

※2

容量確保契約金額の算出に関する経過措置における控除額
≧｛（個々の電源の約定価格－オークションの指標価格の50％※1）

×契約容量｝の場合

容量確保契約金額の算出に関する経過措置における控除額※2
＝（個々の電源の約定価格－オークションの指標価格の50％※1）

×契約容量



50２．本オークション募集要綱案および約款案の主なポイント
④調整不調電源に適用する容量確保契約金額の減額の扱いの見直し（16/33）

6/22川原
更新

※変更後欄の青文字は主な反映事項以外を起因とした更新です。

（新設）

＜変更前＞ ＜変更後＞

【約款（2024-29年度）】 附則（2026年XX月XX日-2027）第2条 容量確保契約金額の算出に関する経過措置

（略）

5.落札された電源等（以下「契約電源」という）に経過措置の対象となるユニットと
対象外となるユニットが混在する場合、第2項の電源等の経過年数に応じた控除率に基
づく電源等の経過年数に応じた控除額係数は、対象となるユニットの設備容量に応じ
た加重平均により算定します。
この際、電源等の経過年数に応じた控除額係数の単位は0.01％とし、その端数は、小
数点以下第3位を四捨五入します。

6.前項の電源等の経過年数に応じた控除額係数はメインオークション又は調達オーク
ションの参加資格通知時点で決定し、契約電源で新増設や第12条に示す市場退出が発
生した場合においても変更しません。

7.電源等の経過年数に応じた控除及び入札内容に応じた控除は、実需給期間が2029年
度を最後に廃止します。

8.容量確保契約金額は、契約電源ごとに算定するものとします。

9.第4項に基づき算定された容量確保契約金額を12で除して、円未満の端数は切り捨て
た金額を容量確保契約金額（各月）とします。ただし、最終月（3月分）の容量確保契
約金額（各月）は容量確保契約金額から最終月（3月分）以外の容量確保契約金額（各
月）の合計を差し引いたものとします。

10.前項にかかわらず、電源等の区分が安定電源で、かつ主燃料が石炭の電源のうち、
建設時の設計効率が高位発熱量（HHV：Higher Heating Value）・発電端において42％
以上であることを確認できない電源（以下「非効率石炭火力電源」という）の場合、
第4項に基づき算定された容量確保契約金額に非効率石炭火力電源の減額率20％※を乗
じた金額を容量確保契約金額から控除し、12で除して、円未満の端数は切り捨てた金
額を容量確保契約金額（各月）とします。ただし、最終月（3月分）の容量確保契約金
額（各月）は容量確保契約金額から最終月（3月分）以外の容量確保契約金額（各月）
の合計を差し引いたものとします。
※ 1計量単位内に、非効率石炭火力電源のユニットと非効率石炭火力電源以外のユ

ニットが混在する場合、非効率石炭火力電源以外の減額率を0％として1計量単
位内のユニットの設備容量に応じた加重平均により算定する。また、発電設備
容量に対して契約容量が異なる場合、送電端の計量値は、発電設備容量に対す
る契約容量の比率で補正する。



51２．本オークション募集要綱案および約款案の主なポイント
④調整不調電源に適用する容量確保契約金額の減額の扱いの見直し（17/33）

6/22川原
更新

※変更後欄の青文字は主な反映事項以外を起因とした更新です。

（新設）

＜変更前＞ ＜変更後＞

【約款（2024-29年度）】 附則（2026年XX月XX日-2027）第3条 各月の容量確保契約金額の支払・請求

第8条第1項に示す各月の容量確保契約金額の支払・請求について、以下に読み替えま
す。

1.本機関は、実需給年度の9月から翌年8月までの間、各月の末日（当該日が金融機関
休業日に該当する場合は、その前営業日）までに、前条に基づき算出された容量確保
契約金額（各月）から第16条に基づき算定される経済的ペナルティ※、第19条に基づ
き算定される実需給期間中の経済的ペナルティ及び第27条3項に基づき算定される契約
解除の経済的ペナルティを減じた金額が正値となる場合、算定された金額（以下「支
払金額」という。）を支払うものとします。
※すでに減額された金額は対象外



52２．本オークション募集要綱案および約款案の主なポイント
④調整不調電源に適用する容量確保契約金額の減額の扱いの見直し（18/33）

6/22川原
更新

※変更後欄の青文字は主な反映事項以外を起因とした更新です。

（新設）

＜変更前＞ ＜変更後＞

【約款（2024-29年度）】 附則（2026年XX月XX日-2027）第4条 実需給期間前のペナルティ

（１）本約款の第16条に示す、
「第16条 実需給期間前の経済的ペナルティ
本機関は、第15条の実需給期間前のアセスメントの結果に基づき、以下の各号に掲げ
るとおり、経済的ペナルティを科します。」について、以下に読み替えます。

第16条 実需給期間前のペナルティ
本機関は、第15条の実需給期間前のアセスメントの結果に基づき、以下の各号に掲げ
るとおり、容量確保契約金額の減額又は経済的ペナルティを科します。



53２．本オークション募集要綱案および約款案の主なポイント
④調整不調電源に適用する容量確保契約金額の減額の扱いの見直し（19/33）

6/22川原
更新

※変更後欄の青文字は主な反映事項以外を起因とした更新です。

（新設）

＜変更前＞ ＜変更後＞

【約款（2024-29年度）】 附則（2026年XX月XX日-2027）第4条 実需給期間前のペナルティ

（略）
（２）第16条①（１）に示す調整不調電源に科される経済的ペナルティについて、以
下に読み替えます。

①電源等の区分が安定電源及び変動電源の場合
(1) 調整不調電源に適用する容量確保契約金額の減額又は経済的ペナルティ
調整不調電源の調整不調の結果として生じる供給力の不足量、及び調整不調となった
日数に応じて、以下の減額を適用し、容量確保契約金額を減じます。
ただし、本号において、変動電源（アグリゲート）は対象外とします。
減額※1 ＝（契約単価※2 × 契約容量※3 － 容量確保契約金額の算出に関する経過

措置における控除額） × 減額率（Ａ） × 調整不調日数（Ｂ）
（Ａ）減額率 ＝ 追加設備量※4を利用する場合の減額率（Ａ―①)

＋供給信頼度確保に影響を与える場合の減額率（Ａ―②)
（Ａ―①)追加設備量を利用する場合の減額率 

＝ 0.3％/日 × （追加設備量を利用する容量 ÷ 追加設備量）
×（追加設備量を利用する容量 ÷ 停止対象容量）

（Ａ―②)供給信頼度確保に影響を与える場合の減額率
＝ 0.6％/日 × （供給信頼度確保に影響を与える容量 ÷ 停止対象容量）

（Ｂ）調整不調日数＝ 出力可能容量に関する補正率（Ｂ―①) × １ヶ月の日数 
（Ｂ―①)出力可能容量に関する補正率

＝（１－ 出力可能容量 ÷ 応札単位のアセスメント対象容量）
※1：調整不調電源に適用する容量確保契約金額の減額は円未満を切り捨て
※2：メインオークションと調達オークションの個々の電源の約定価格を落札容量によ

り加重平均し、円未満の端数は切り捨てして算定したもの。ただし、リリース
オークション（部分リリース）によるリリース容量を反映した契約容量に適用す
る契約単価はメインオークションで決定した契約単価とする。

※3：実需給が始まるタイミングの契約容量で計算します。ただし、契約容量がメイン
オークション落札時の契約容量を上回る場合は、メインオークション落札時の契
約容量で計算します。

※4：電源が一定の年間停止可能量を確保するために容量オークションで追加的に確保
する供給設備量

なお、容量停止計画の調整以降に、容量提供事業者の事由による停止期間の追加、変
更により供給信頼度確保へ影響を与える場合には、上記で算定される金額の1.5倍から
すでに減額された金額を除いた金額を、経済的ペナルティとして科す場合があります。
また、この経済的ペナルティは、対象実需給年度前に算定し、第8条に示す各月の容量
確保契約金額の支払・請求の初月の算定時に反映します※。
※経済的ペナルティが科される場合は、第20条第一項第1号に示す年間上限額は、経済
的ペナルティを差し引いた金額とする。

6/29川原
更新



54

【約款（2024-29年度）】 附則（2026年XX月XX日-2027）
第5条 「調整不調電源に科される経済的ペナルティ」の読み替え

２．本オークション募集要綱案および約款案の主なポイント
④調整不調電源に適用する容量確保契約金額の減額の扱いの見直し（20/33）

6/22川原
更新

※変更後欄の青文字は主な反映事項以外を起因とした更新です。

（新設）

＜変更前＞ ＜変更後＞

対象実需給期間が2027年度の容量確保契約における本約款に示す「調整不調電源に科
される経済的ペナルティ」は、「調整不調電源に適用する容量確保契約金額の減額又
は経済的ペナルティ」に読み替えます。



55２．本オークション募集要綱案および約款案の主なポイント
④調整不調電源に適用する容量確保契約金額の減額の扱いの見直し（21/33）

6/22川原
更新

※変更後欄の青文字は主な反映事項以外を起因とした更新です。

（新設）

＜変更前＞ ＜変更後＞

【約款（2024-29年度）】 附則（2026年XX月XX日-2028・2029）第1条 適用対象

1.本附則は、対象実需給年度が2028年度、2029年度の容量確保契約に適用す
るものとします。

2.附則（2021年7月1日）および附則（2023年8月2日）の記載によらず、本附
則の内容を適用するものとします。



56２．本オークション募集要綱案および約款案の主なポイント
④調整不調電源に適用する容量確保契約金額の減額の扱いの見直し（22/33）

6/22川原
更新

※変更後欄の青文字は主な反映事項以外を起因とした更新です。

（新設）

＜変更前＞ ＜変更後＞

【約款（2024-29年度）】 附則（2026年XX月XX日-2028・2029）第2条 容量確保契約金額の算定

対象実需給期間が2028年度以降の容量確保契約における本約款の第7条に示す容量確保
契約金額の算定について、電源等の区分が安定電源又は変動電源（単独）の場合、第7
条を以下に読み替えます。なお、本条で示す経過措置の対象となるのは、契約電源が
2010年度末までに建設された電源、又は各エリアにおいてオークション応札時の応札
価格が当該エリアの約定価格に入札内容に応じた控除額係数を乗じた価格以下の電源
又はその両方の場合となります。

1.容量確保契約金額の算出に関する経過措置における控除には、「電源等の経過年数
に応じた控除」と、「入札内容に応じた控除」があります。
なお、「電源等の経過年数に応じた控除」は、契約電源が2010年度末までに建設され
た電源が対象となり、「入札内容に応じた控除」は、各エリアにおいてオークション
応札時の応札価格が当該エリアの約定価格に入札内容に応じた控除額係数を乗じた価
格以下の電源が対象となります。容量確保契約金額の算出に関する経過措置における
控除額は次の算式に基づき、メインオークションと調達オークションのそれぞれにお
いて算定された金額とします。

 ※ 容量確保契約金額の算出に関する経過措置における控除額の算定で円未満
を切り捨て

容量確保契約金額の算出に関する経過措置における控除額※
＝ 個々の電源の約定価格 × 契約容量 ×（1－経過措置控除係数）

経過措置控除係数
＝ 電源等の経過年数に応じた控除額係数

×入札内容に応じた控除額係数

電源等の経過年数に応じた控除額係数 
＝（1 － 電源等の経過年数に応じた控除率）



57２．本オークション募集要綱案および約款案の主なポイント
④調整不調電源に適用する容量確保契約金額の減額の扱いの見直し（23/33）

6/22川原
更新

※変更後欄の青文字は主な反映事項以外を起因とした更新です。

（新設）

＜変更前＞ ＜変更後＞

【約款（2024-29年度）】 附則（2026年XX月XX日-2028・2029）第2条 容量確保契約金額の算定

（略）

2.電源等の経過年数に応じた控除率は以下の通りとします。なお、いずれの実需給期
間においても、電源等の経過年数に応じた控除額の対象でない電源の場合は0％としま
す。
なお、対象実需給期間が2026年度以降※1については、個々の電源の約定価格がオーク
ションの指標価格の50％以下となった場合は、当該電源の電源等の経過年数に応じた
控除率は0％とします。
※指標価格の50％の価格に端数が生じる場合は円未満を切り捨て
実需給期間が2025年度 ・・・ 7.5％
実需給期間が2026年度 ・・・ 6.0％
実需給期間が2027年度 ・・・ 4.5％
実需給期間が2028年度 ・・・ 3.0％
実需給期間が2029年度 ・・・ 1.5％

※1 対象実需給年度が2025年度の調達オークションにおける契約電源を含む。

3.入札内容に応じた控除額係数は以下の通りとします。なお、いずれの実需給期間に
おいても、入札内容に応じた控除額の対象でない電源の場合は100％とします。
なお、対象実需給期間が2026年度以降※1については、個々の電源の約定価格がオーク
ションの指標価格の50％以下となった場合は、当該電源の入札内容に応じた控除額係
数は100％とします。
※指標価格の50％の価格に端数が生じる場合は円未満を切り捨て
実需給期間が2025年度 ・・・ 82.0％
実需給期間が2026年度 ・・・ 85.6％
実需給期間が2027年度 ・・・ 89.2％
実需給期間が2028年度 ・・・ 92.8％
実需給期間が2029年度 ・・・ 96.4％

※1 対象実需給年度が2025年度の調達オークションにおける契約電源を含む。



58２．本オークション募集要綱案および約款案の主なポイント
④調整不調電源に適用する容量確保契約金額の減額の扱いの見直し（24/33）

6/22川原
更新

※変更後欄の青文字は主な反映事項以外を起因とした更新です。

（新設）

＜変更前＞ ＜変更後＞

【約款（2024-29年度）】 附則（2026年XX月XX日-2028・2029）第2条 容量確保契約金額の算定

（略）

4.容量確保契約金額は、次の算式に基づき算定された金額とします。

※：メインオークションと調達オークションの個々の電源の約定価格を落札容量
により加重平均し、円未満の端数は切り捨てして算定したもの。ただし、リ
リースオークション（部分リリース）によるリリース容量を反映した契約容
量に適用する契約単価はメインオークションで決定した契約単価とする。

なお、対象実需給期間が2026年度以降※の容量確保契約金額の算出に関する経過措置
における控除額については、個々の電源の約定価格に経過措置を適用することにより
オークションの指標価格の50％以下となる際には、以下のように金額を読み替えます。
※対象実需給年度が2025年度の調達オークションにおける契約電源を含む。

※1：（オークションの指標価格の50％）の値にて円未満を切り捨て
※2：負値となる場合は零とする。

容量確保契約金額
＝ 契約単価※ × 契約容量
－ 容量確保契約金額の算出に関する経過措置における控除額

容量確保契約金額の算出に関する経過措置における控除額
≧｛（個々の電源の約定価格－オークションの指標価格の50％※1）

×契約容量｝の場合

容量確保契約金額の算出に関する経過措置における控除額※2
＝（個々の電源の約定価格－オークションの指標価格の50％※1）

×契約容量



59２．本オークション募集要綱案および約款案の主なポイント
④調整不調電源に適用する容量確保契約金額の減額の扱いの見直し（25/33）

6/22川原
更新

※変更後欄の青文字は主な反映事項以外を起因とした更新です。

（新設）

＜変更前＞ ＜変更後＞

【約款（2024-29年度）】 附則（2026年XX月XX日-2028・2029）第2条 容量確保契約金額の算定

（略）

5.落札された電源等（以下「契約電源」という）に経過措置の対象となるユニットと
対象外となるユニットが混在する場合、第2項の電源等の経過年数に応じた控除率に基
づく電源等の経過年数に応じた控除額係数は、対象となるユニットの設備容量に応じ
た加重平均により算定します。
この際、電源等の経過年数に応じた控除額係数の単位は0.01％とし、その端数は、小
数点以下第3位を四捨五入します。

6.前項の電源等の経過年数に応じた控除額係数はメインオークション又は調達オーク
ションの参加資格通知時点で決定し、契約電源で新増設や第12条に示す市場退出が発
生した場合においても変更しません。

7.電源等の経過年数に応じた控除及び入札内容に応じた控除は、実需給期間が2029年
度を最後に廃止します。

8.容量確保契約金額は、契約電源ごとに算定するものとします。

9.第4項に基づき算定された容量確保契約金額を12で除して、円未満の端数は切り捨て
た金額を容量確保契約金額（各月）とします。ただし、最終月（3月分）の容量確保契
約金額（各月）は容量確保契約金額から最終月（3月分）以外の容量確保契約金額（各
月）の合計を差し引いたものとします。

10.前項にかかわらず、電源等の区分が安定電源で、かつ主燃料が石炭の電源のうち、
建設時の設計効率が高位発熱量（HHV：Higher Heating Value）・発電端において42％
以上であることを確認できない電源（以下「非効率石炭火力電源」という）の場合、
第4項に基づき算定された容量確保契約金額に非効率石炭火力電源の減額率20％※を乗
じた金額を容量確保契約金額から控除し、12で除して、円未満の端数は切り捨てた金
額を容量確保契約金額（各月）とします。ただし、最終月（3月分）の容量確保契約金
額（各月）は容量確保契約金額から最終月（3月分）以外の容量確保契約金額（各月）
の合計を差し引いたものとします。
※ 1計量単位内に、非効率石炭火力電源のユニットと非効率石炭火力電源以外のユ

ニットが混在する場合、非効率石炭火力電源以外の減額率を0％として1計量単
位内のユニットの設備容量に応じた加重平均により算定する。また、発電設備
容量に対して契約容量が異なる場合、送電端の計量値は、発電設備容量に対す
る契約容量の比率で補正する。



60２．本オークション募集要綱案および約款案の主なポイント
④調整不調電源に適用する容量確保契約金額の減額の扱いの見直し（26/33）

6/22川原
更新

（新設）

＜変更前＞ ＜変更後＞

【約款（2024-29年度）】 附則（2026年XX月XX日-2028・2029）第3条 各月の容量確保契約金額の支払・請求

第8条第1項に示す各月の容量確保契約金額の支払・請求について、以下に読
み替えます。

1.本機関は、実需給年度の9月から翌年8月までの間、各月の末日（当該日が
金融機関休業日に該当する場合は、その前営業日）までに、前条に基づき算
出された容量確保契約金額（各月）から第16条に基づき算定される調整不調
電源に科される経済的ペナルティ、第19条に基づき算定される実需給期間中
の経済的ペナルティ及び第27条3項に基づき算定される契約解除の経済的ペナ
ルティを減じた金額が正値となる場合、算定された金額（以下「支払金額」
という。）を支払うものとします。

※変更後欄の青文字は主な反映事項以外を起因とした更新です。



61２．本オークション募集要綱案および約款案の主なポイント
④調整不調電源に適用する容量確保契約金額の減額の扱いの見直し（27/33）

6/22川原
更新

※変更後欄の青文字は主な反映事項以外を起因とした更新です。

（新設）

＜変更前＞ ＜変更後＞

【約款（2024-29年度）】 附則（2026年XX月XX日-2028・2029）第4条 実需給期間前のペナルティ

第16条①（１）に示す調整不調電源に科される経済的ペナルティについて、以下に読
み替えます。
①電源等の区分が安定電源及び変動電源の場合
(1)調整不調電源に科される経済的ペナルティ
調整不調電源の調整不調の結果として生じる供給力の不足量、及び調整不調となった
日数に応じて、以下の経済的ペナルティを科します。ただし、本機関が容量停止計画
の調整ができなかった事由が合理的と判断する場合や、送配電設備の停止等により属
地一般送配電事業者と容量停止計画の調整を実施した場合は、経済的ペナルティの対
象外とする場合があります。

経済的ペナルティ※1 ＝（契約単価※2 × 契約容量※3
－ 容量確保契約金額の算出に関する経過措置における控除額）  

× 減額率（Ａ）× 調整不調日数（Ｂ）
（Ａ）減額率 ＝ 追加設備量※4を利用する場合の減額率（Ａ―①)

＋供給信頼度確保に影響を与える場合の減額率（Ａ―②)
（Ａ―①)追加設備量を利用する場合の減額率 

＝ 0.3％/日 × （追加設備量を利用する容量 ／ 追加設備量）
×（追加設備量を利用する容量 ／ 停止対象容量）

（Ａ―②)供給信頼度確保に影響を与える場合の減額率
＝ 0.6％/日 × （供給信頼度確保に影響を与える容量 ／ 停止対象容量）

（Ｂ）調整不調日数＝ 出力可能容量に関する補正率（Ｂ―①) × １ヶ月の日数 
（Ｂ―①)出力可能容量に関する補正率

＝（１－ 出力可能容量 ／ 応札単位のアセスメント対象容量）
※1：調整不調電源に科される経済的ペナルティは円未満を切り捨て
※2：メインオークションと調達オークションの個々の電源の約定価格を落札容量によ

り加重平均し、円未満の端数は切り捨てして算定したもの。ただし、リリース
オークション（部分リリース）によるリリース容量を反映した契約容量に適用す
る契約単価はメインオークションで決定した契約単価とする。

※3：実需給が始まるタイミングの契約容量で計算します。ただし、契約容量がメイン
オークション落札時の契約容量を上回る場合は、メインオークション落札時の契
約容量で計算します。

※4：電源が一定の年間停止可能量を確保するために容量オークションで追加的に確保
する供給設備量

なお、容量停止計画の調整以降に、容量提供事業者の事由による停止期間の追加、変
更により供給信頼度確保へ影響を与える場合には、上記で算定される額を1.5倍した経
済的ペナルティを科す場合があります。
なお、調整不調電源に科される経済的ペナルティは、対象実需給年度前に算定し、第8
条に示す各月の容量確保契約金額の支払・請求の初月の算定時に反映します。

6/24川原
経済的ペナルティの数式を修
正。経過措置のマイナスを追
記。

経済的ペナルティ※1 ＝（契約単価※2 × 契約容量※3
－ 容量確保契約金額の算出に関する経過措置における控除額）  

× 減額率（Ａ）× 調整不調日数（Ｂ）

6/29川原
更新



62２．本オークション募集要綱案および約款案の主なポイント
④調整不調電源に適用する容量確保契約金額の減額の扱いの見直し（28/33）

6/22川原
更新

※変更後欄の青文字は主な反映事項以外を起因とした更新です。

（新設）

＜変更前＞ ＜変更後＞

【約款（2024-29年度）】 附則（2026年XX月XX日-2028・2029）第5条 実需給期間中の経済的ペナルティの上限

第20条第1項に示す実需給期間中の経済的ペナルティの上限について、以下に
読み替えます。

1.前条に示す実需給期間中の経済的ペナルティの上限額は以下のとおりとし
ます。

①年間上限額※：容量確保契約金額 × 110％ 
②月間上限額：容量確保契約金額 × 18.3％
※第16条第1項第1号(1)に定める経済的ペナルティが科される場合は差し引い

た金額とする



63２．本オークション募集要綱案および約款案の主なポイント
④調整不調電源に適用する容量確保契約金額の減額の扱いの見直し（29/33）

6/22川原
更新

※変更後欄の青文字は主な反映事項以外を起因とした更新です。

（新設）

＜変更前＞ ＜変更後＞

【約款（2024-29年度）】 附則（2026年XX月XX日-2028・2029）第6条 契約の変更

第25条第1項に示す契約の変更について、以下に読み替えます。

1.容量提供事業者は、以下の各号のいずれかに該当する事象が生じ、容量確
保契約に定められた電源等の内容に変更が生じた場合、本機関が別途定める
容量市場業務マニュアルに従い、本契約を変更するものとします。

①調達オークションに応札した電源等が落札された場合
②リリースオークションにより契約容量の全部又は一部をリリースした場合
③契約電源が第12条に示す市場退出をした場合
④第11条に示す電源等差替を実施した場合
⑤発動指令電源提供者の実効性テストの結果等がメインオークションにおけ

る応札容量（発動指令電源の調整係数反映前の値）を下回った場合
⑥第26条に基づく権利義務及び契約上の地位の譲渡がなされた場合
⑦その他、本機関が変更を必要と判断した場合



64

【約款（2024-29年度）】 附則（2026年XX月XX日-2028・2029）
第7条 リリースオークション交付額の交付又はリリースオークション請求額の請求

２．本オークション募集要綱案および約款案の主なポイント
④調整不調電源に適用する容量確保契約金額の減額の扱いの見直し（30/33）

6/22川原
更新

※変更後欄の青文字は主な反映事項以外を起因とした更新です。

（新設）

＜変更前＞ ＜変更後＞

1.対象実需給期間が2028年度、2029年度のリリースオークションにおける交
付額又は請求額は、次の算式に基づき算定された金額とします。

※1：正値の場合は市場管理者より発電事業者等へ交付、負値の場合は請求と
し、円未満の端数は切り捨てして算定したもの

※2：容量確保契約金額を容量確保契約容量で除したもの
※3：電源等の経過年数に応じた控除額係数は本附則（2026年XX月XX日-

2028・2029）第2条第1項及び第2項による。
※4：落札された電源等に経過措置の対象となるユニットと対象外となるユ

ニットが混在する場合、本附則（2026年XX月XX日-2028・2029）第2条第1
項及び第2項による電源等の経過年数に応じた控除率に基づく電源等の経
過年数に応じた控除額係数は、対象となるユニットの設備容量に応じた
加重平均により算定する。
この際、電源等の経過年数に応じた控除額係数の単位は0.01％とし、そ
の端数は、小数点以下第3位を四捨五入する。

※5：入札内容に応じた控除額係数は本附則（2026年XX月XX日-2028・2029）
の第2条第1項及び第3項による。

リリースオークション交付額又は請求額※1
＝｛メインオークションの契約単価※2 － リリースオークションの約定価格
×（電源等の経過年数に応じた控除額係数※3※4

×入札内容に応じた控除額係数※5）｝×リリース容量



65

【約款（2024-29年度）】 附則（2026年XX月XX日-2028・2029）
第7条 リリースオークション交付額の交付又はリリースオークション請求額の請求

２．本オークション募集要綱案および約款案の主なポイント
④調整不調電源に適用する容量確保契約金額の減額の扱いの見直し（31/33）

6/22川原
更新

※変更後欄の青文字は主な反映事項以外を起因とした更新です。

（新設）

＜変更前＞ ＜変更後＞

（略）
2.第1項に基づき算定されたリリースオークション交付額は、12で除して、円
未満の端数は切り捨てた金額をリリースオークション交付額（各月）としま
す。ただし、最終月（3月分）のリリースオークション交付額（各月）はリ
リースオークション交付額から最終月（3月分）以外のリリースオークション
交付額（各月）の合計を差し引いたものとします。

3.リリースオークション交付額（各月）は、容量確保契約金額（各月）と合
わせて交付します。

4.第1項に基づき算定されたリリースオークション請求額は、契約変更後、対
象実需給期間の前年度末までに容量提供事業者に請求します。
本約款の第16条第1項に基づき調整不調電源に科される経済的ペナルティが発
生している場合、第１項のリリースオークションにおける交付額又は請求額
を調整する場合があります。



66２．本オークション募集要綱案および約款案の主なポイント
④調整不調電源に適用する容量確保契約金額の減額の扱いの見直し（32/33）

第73回容量市場の在り方等に関する検討会
(2026.5.27)

資料6 調整不調電源に適用する
容量確保契約金額の減額の扱いについて

6/15川原
過去検討会資料を貼り付け



67２．本オークション募集要綱案および約款案の主なポイント
④調整不調電源に適用する容量確保契約金額の減額の扱いの見直し（33/33）

第73回容量市場の在り方等に関する検討会
(2026.5.27)

資料6 調整不調電源に適用する
容量確保契約金額の減額の扱いについて

6/15川原
過去検討会資料を貼り付け



68２．本オークション募集要綱案および約款案の主なポイント
 ⑤容量確保契約約款(実需給年度2030年度以降向け)の新設（1/3）

6/26川原
更新

※変更後欄の青文字は主な反映事項以外を起因とした更新です。

1.この容量確保契約約款（以下「本約款」という。）は、電力広域的運営推
進機関（以下「本機関」という。）と容量提供事業者との間で締結される容
量確保契約書に関し、容量提供事業者に求められる要件、容量確保契約金額
その他の契約条件を定めたものです。

2.本機関と容量確保契約（以下「本契約」という。）を締結する容量提供事
業者は、実需給期間において、電気供給事業者である者若しくは電気供給事
業者と見込まれる者に限ります。

3.本契約は、容量確保契約書（契約書別紙を含む。）及び本約款で構成され
るものとします。

＜変更前＞ ＜変更後＞

【約款（2030年度以降）】 第1章 総則 第1条 適用

1.この容量確保契約約款（以下「本約款」という。）は、電力広域的運営推
進機関（以下「本機関」という。）と容量提供事業者との間で締結される容
量確保契約書に関し、容量提供事業者に求められる要件、容量確保契約金額
その他の契約条件を定めたものです。

2.本機関と容量確保契約（以下「本契約」という。）を締結する容量提供事
業者は、実需給期間において、電気供給事業者である者若しくは電気供給事
業者と見込まれる者に限ります。

3.本契約は、容量確保契約書（契約書別紙を含む。）及び本約款で構成され
るものとします。

4.本約款の適用範囲は、実需給年度2030年度以降であるものとします。



69２．本オークション募集要綱案および約款案の主なポイント
 ⑤容量確保契約約款(実需給年度2030年度以降向け)の新設（2/3）

6/26川原
更新

※変更後欄の青文字は主な反映事項以外を起因とした更新です。

1.この容量確保契約約款（以下「本約款」という。）は、電力広域的運営推
進機関（以下「本機関」という。）と容量提供事業者との間で締結される容
量確保契約書に関し、容量提供事業者に求められる要件、容量確保契約金額
その他の契約条件を定めたものです。

2.本機関と容量確保契約（以下「本契約」という。）を締結する容量提供事
業者は、実需給期間において、電気供給事業者である者若しくは電気供給事
業者と見込まれる者に限ります。

3.本契約は、容量確保契約書（契約書別紙を含む。）及び本約款で構成され
るものとします。

＜変更前＞ ＜変更後＞

【約款（2024-29年度）】 第1章 総則 第1条 適用

1.この容量確保契約約款（以下「本約款」という。）は、電力広域的運営推
進機関（以下「本機関」という。）と容量提供事業者との間で締結される容
量確保契約書に関し、容量提供事業者に求められる要件、容量確保契約金額
その他の契約条件を定めたものです。

2.本機関と容量確保契約（以下「本契約」という。）を締結する容量提供事
業者は、実需給期間において、電気供給事業者である者若しくは電気供給事
業者と見込まれる者に限ります。

3.本契約は、容量確保契約書（契約書別紙を含む。）及び本約款で構成され
るものとします。

4.本約款の適用範囲は、実需給年度2024年度以降2029年度以前であるものと
します。



70２．本オークション募集要綱案および約款案の主なポイント
⑤容量確保契約約款(実需給年度2030年度以降向け)の新設（3/3）

◼ 実需給年度2030年度以降は多くの反映事項が存在し、従来どおりの更新を実施すると附則が大
量となり可読性が著しく低減する。これを避けるため、容量確保契約約款を、以下の2文書に分けて
管理することとする

➢ ・ 容量確保契約約款（対象実需給年度：2024 - 2029年度）

➢ ・ 容量確保契約約款（対象実需給年度：2030年度以降）



71３．今後のスケジュール
意見募集の実施

◼ 「容量市場メインオークション募集要綱（対象実需給年度:2030年度）」と「容量確保契約約款
（対象実需給年度：2024 - 2029年度）」及び「容量確保契約約款（対象実需給年度： 
2030年度以降）」の案について、７月上旬頃に意見募集の実施を予定している。

◼ 意見募集でいただいたご意見を踏まえ、「容量市場メインオークション募集要綱（対象実需給年
度:2030年度）」と、「容量確保契約約款（対象実需給年度：2024 - 2029年度）」及び「容
量確保契約約款（対象実需給年度： 2030年度以降）」を必要に応じて更新し、公表を行う。

5/29川原
年度・日付更新

69回の「2026年度追加オー
クションの募集要綱等の概要
およびスケジュールについて」資
料を参考に、リード文の文言を
シンプルに更新。

◼ 「容量市場メインオークション募集要綱（対象実需給年度:2030年度）」と「容量確保契約約
款」の案について、７月に意見募集の開始を予定している。

◼ 意見募集でいただいたご意見や、制度検討作業部会のとりまとめをもとに、「容量市場メインオーク
ション募集要綱（対象実需給年度:2030年度）」と「容量確保契約約款」の公表を行う。

6/19 川原
約款は2文書あることを明記

6/22 川原
6/30検討会資料で「6月の意
見募集開始」と記載することに
違和感があるため、表現を微
修正



72３．今後のスケジュール
参加登録や応札期間など

◼ 2026年度メインオークション（対象実需給年度：2030年度）に向け、7月末頃に募集要綱、需
要曲線の公表、 7月～8月に事業者向け説明会の実施、8月頃に参加登録の開始、10月頃に
応札の受付を予定している。

◼ 応札に向けた日程や手続きは、確定次第、広域機関HPで公表を行う。また、事業者への周知のた
めに、説明会を開催する。

(本日)  ： 募集要綱案の概要

⚫ 7月上旬頃 ： 募集要綱案の意見募集の実施

⚫ 7月末頃 ： 募集要綱の公表、需要曲線の公表

⚫ 7月～8月 ： オークションや応札業務に関する事業者向けの説明会等

⚫ 8月～9月  ： 参加登録（事業者情報、電源等情報、期待容量）

⚫ 10月  ： 応札期間

⚫ 12月頃  ： 約定結果の公表

記載の日付は予定であり変更となる可能性があります

5/29川原
年度・日付更新

69回の「2026年度追加オー
クションの募集要綱等の概要
およびスケジュールについて」資
料を参考に、リード文の文言を
シンプルに更新。

◼ 2026年度メインオークション（対象実需給年度：2030年度）については、募集要綱の公表後、
参加登録を8月より開始していくことを予定している。あわせて事業者向けの説明会も実施していく。

◼ 需要曲線の公表を7月末～8月上旬に予定し、応札期間については10月を予定している。

◼ 応札に向けた日程や手続きは、確定次第、広域機関HPで公表を行いながら、あわせて事業者説明
会資料等でも発信を行っていく。

(本日)  ： 募集要綱案の概要

⚫ 7月頃 ： 募集要綱案の意見募集の実施

⚫ 7月末～8月上旬： 募集要綱の公表、需要曲線の公表

⚫ 7月～8月 ： オークションや応札業務に関する事業者向けの説明会等

⚫ 8月～9月  ： 参加登録（事業者情報、電源等情報、期待容量）

⚫ 10月  ： 応札期間

⚫ 12月頃  ： 約定結果の公表

6/19川原
募集要綱・需要曲線の公表
日を、「7月末～8月上旬」か
ら「7月末」へ変更。
事前監視に関連して、8/1より
も前に公表している必要がある
旨、以下のとおり、永渕さんよ
り連絡があったため。次ページ
も更新済

毎年度の事前監視では、監
視の対象事業者には８／１
に監視等委へ提出が求められ
ていますため、
その前までにということで、毎年
度、７月末に需要曲線ととも
に公表していましたため、念の
ための確認になります。（特に
ずれる予定はなしでしたら、ここ
は「７月末」としていただけたら
と思いました）

★説明会資料も更新が必要
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◼ 2026年度メインオークション（対象実需給年度:2030年度）は、8月より参加登録を開始し、応札
期間は10月を予定している。

応札の受付
10月13日(火)~10月23日(金)

2027年度2026年度

6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月 4月 5月5月

参加
登録

応札
・

約定結果
公表

契約書
締結

容量確保契約書締結の手続
約定結果公表日～3月頃

▲容量確保契約の
 結果公表
4月頃

4月

関連
文書
・

説明会
等

パブ
コメ

パブ
コメ

パブコメ
対応

▲業務マニュアル公表 7月末～8月上旬

期待容量の登録
9月8日(火)~9月17日(木)

【募集要綱】

【業務マニュアル】
（参加登録・応札・
契約締結編）

※内容によってパブコメ
省略の可能性あり

▲容量市場メインオークション募集要綱公表 7月末

事業者向
け説明等

▲約定結果の公表
12月頃

応札容量算定に用いた期待容量等算定諸元一覧の登録受付
10月26日(月)~10月30日(金)

電源等情報の登録支援
7月中旬~下旬

石炭火力電源の効率確認について▲
(WEBサイトのお知らせ)７月上旬

▲需要曲線公表 7月末

▲調整係数の公表 7月末～8月上旬 ※発動指令電源の調整係数については参考値の公表となります。その他

電源等情報の登録
8月3日(月)~8月17日(月)

パブコメ
対応

（参考）2026年度メインオークション（対象実需給年度:2030年度）の
スケジュール概要（予定）

事業者情報の登録
8月3日(月)~8月7日(金)

記載の日付は予定であり変更となる可能性があります

5/29川原
年度・日付更新

6/19川原
募集要綱・需要曲線の公表
日を、「7月末～8月上旬」か
ら「7月末」へ変更。

▲容量市場メインオークション募集要綱公表 7月末～8月上旬

▲需要曲線公表 7月末～8月上旬
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（参考）2026年度メインオークション（対象実需給年度:2030年度）の事業者向けの周知

 ＜事業者向け資料より抜粋＞

＜事業者情報＞
⚫ 過去の容量オークション（メインオークション・追加オークション・長期脱炭素電源オークション）において既に事業者
情報を登録済の事業者は、新たに事業者情報を登録する必要はありません。登録済の事業者情報について内
容確認の上、必要に応じて修正してください。

＜電源等情報＞
⚫ 2025年度メインオークション（対象実需給年度:2029年度）に参加登録された電源等情報は、本機関により、
当該内容を対象実需給年度:2030年度向けの電源等情報として容量市場システムに登録（※）します。登
録済の電源等情報について内容確認の上、必要に応じて修正してください。
※取次により登録されていると思われる電源等情報については登録されません
※長期脱炭素電源オークションにおいて登録を行った電源等情報に関しても登録されません

＜期待容量＞
⚫ 全電源で登録が必要になります。
（これまでのメインオークションに期待容量を登録した場合でも、対象実需給年度:2030年度向けの期待容量
は新たに登録が必要となります。）

＜応札＞
⚫ 全電源で登録が必要になります。
（これまでのメインオークションに応札容量を登録した場合でも、対象実需給年度:2030年度向けの応札容量
は新たに登録が必要となります。）

5/29川原
年度・日付更新

リード文の文言をシンプルに更
新。

◼ メインオークション参加に向けた登録業務（事業者情報、電源等情報、期待容量）や応札の手順
にかかる留意点に関して、説明会資料等でも周知を行っていく。


